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令和８年２月１７日市長定例記者会見 会見録 

 

◆司会 

それでは、ただいまから、市長定例記者会見を始めさせていただきます。 

市長、よろしくお願いいたします。 

 

◆市長 

はい、よろしくお願いします。今日は、発表案件多いので、かなり時間がかかります。

ご容赦ください。 

４件で、発表は、まず第５次静岡市総合計画、それから令和８年度の当初予算(案)

の概要、それから令和８年度の組織機構案の概要、４番目がＪＲ清水駅東口のまち

づくりについてということで、新清水庁舎の建設基本計画と、それから清水東口地

域づくりエリアの土地利活用方針ということです。駅が抜けていますけれど、すみ

ません、はい。 

 

では、まず第５次静岡市総合計画の策定ですけれども、これは第４次総合計画の見

直しと言っていましたけれども、いろいろ内容を検討した結果、第５次総合計画と

して策定議案を２月の定例会に上程します。それから、実施計画というものがあり

ますから、これは市議会に報告することになります。 

こちらに内容がありますけれども、総合計画ですけれども、条例で定められていま

す。静岡市自治基本条例で定められていて、基本構想、基本計画を作ること、そし

て実施計画を作ることと、こうなっていますので、そういうことで、まず基本構想、

これはまちの将来像や市政運営の方向性、基本計画、基本構想を実践するための

具体的、何をどのように実行するかを示すものです。実施計画ということで、具体

的に案件ずつ、こんな施策をやっていきます、ということです。 

５次総の策定の目的ですけれども、今回、人口減少問題をしっかり見ていって、そ

して、これからの知能革命をはじめ社会の大きな変革状況を見ると、やはり新しい

計画を立てる必要があるということでやりました。 

それから、もうひとつは、フォアキャスティングとバックキャスティングと言ってい

るのですけれども、目の前の課題に対して、現状を起点にして、その延長上で解決

策を考えるのか、それとも将来のあるべき姿をまず考えて、それと現状を比べて、

どうやったら将来像を実現できるかということを考え抜くというバックキャスティ

ング型があるわけですけれども、今回は、そこの目指す未来像、将来こういうまち

にしていきたいということをしっかり示した上で、現状の課題を見て、それぞれ何

をやっていくかを考える。そのときに、行政が何を行うかという、いわゆるアウトプ

ット、何かを作り出すということではなくて、市民にどういう幸せやくらしの豊かさ
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が提供できるか、そういうものを重視するということです。 

例えば、分かりやすいのは、アウトプットというのは道路を整備しますというのがア

ウトプットですけれども、これは行政が道路をつくりますということです。ただ、そ

の結果で、道路ができても、市民にとってどうくらしが変わるかが大事ですので、

例えば渋滞の解消だとか交通事故の減少だとかいうこと、それがアウトカムになり

ます。そちらを重視したということです。そういう計画に変えました。 

それから、元々、共創、共に創るということです。市が、市役所が何かやるというこ

とではなくて、社会全体の力で問題を解決していくということ、そういう考え方で

新しい総合計画に変えました。 

それからもうひとつ、人口目標ですけれども、市の予測ですと、2050 年に 49.5

万人、このまま何ら対策をとらないと 49.5 万人になるという予想ですので、それ

を改善をしていく、緩和していくということで、2050年に55万人以上の将来人

口を目指すということを設定しています。やはり将来人口を設定していないと、例

えば、学校の統廃合をどうするのかとか、こども園の数をどうしていくのかとか、

そういうことも決められませんから、しっかりとそこの人口目標を決めるというこ

とです。 

さらに言うと、静岡市の人口予測については、これは小学校単位でやっていますの

で、小学校単位でその地区の人口がどうなるかというのがわかりますので、そうい

ったきめ細かい予測もしながら、しっかりとした政策作りと実行をしていきたいと

いうものです。 

非常に大部ですので、ちょっと説明は省略いたしますけれども、特徴は、今までの

基本計画というのは、ちょっと、この、基本計画を出してもらえますか、はい、その、

はい、その後ぐらいですか、今回は、基本計画そのものを、こういう、パワーポイン

ト型にしております。いつもは、基本計画というと文章でずっと書いてあるのです

けれども、読んでいくと途中で本当に読む気がしなくなるぐらいになるので、非常

に分かりにくい計画になっています。やはり計画というのは分かりにくいものでは

いけませんので、こうやってほぼ 1 ページずつで完結するように、今、こんな問題

があります。例えば、静岡市の人口減少の原因はこういう問題がありますとか、そ

ういうこと。次、お願いします。これをひとつずつ、協働共創のまちづくりというの

はどういうものかとか、こういうことをひとつずつ説明した計画になっています。 

これでかなり分かりやすい内容になると思いますが、それにしても、ちょっとＡ４で

１枚ずつやると、７５ページになっていますけれども、かなり量はありますけれども、

読んでいただけるような内容になっていますので、ぜひ読んでいただければと思

います。 

これは先ほど申しましたように、議会の議決を経て決定するものでありますので、

基本構想と基本計画は議決案件として議会に提出しています。 
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それから実施計画というのは、これも、こんなものになりますけれども、これは

個々の政策が、ひとつずつみんな入っているものです。もっと上に、もっと進んで

ください。こういう分野ごとに、もっと先に行ってください。何をやっていきますと

いう、こういうことですので、これは政策集型になっていますけれども、これも非常

に量はありますけれども、これはこれから何をやっていくかということですから、

こういうものは細かく決めることは必要だろうと思っています。そういったことで、

第５次総合計画を策定いたします。 

 

次に、予算です。令和８年度の当初予算案について、ご説明いたします。 

当初予算の概要ですけれども、まず、どんどん進んでください、はい。まず、一般会

計の予算ですけれども4,035億円で、対前年度比3.9％増になります。それから、

特別会計が2,842億7,000万円、企業会計が798億円。全体で7,676億円

で、5.1％増になります。これが当初予算で 4,000 億円を超えたのは初めてとい

うことになり、一般会計で 4,000 億円を超えたのは初めてということになります。

次、お願いします。 

過去最大の予算規模になりますけれども、歳出で何が大きいのかということです

けれども、これは投資的経費が消防ヘリコプターや消防総合情報システム等でかな

り減っています。積極的投資財政と言っていますけれども、来年度に限っては、今

まで多く投資してきた分が一旦減りますので、投資経費は減ります。一方で扶助費、

これは給付関係の費用になります。これが約 55 億の増、それから人件費も約 50

億の増になりますので、全体として一般会計 150 億の増になりますけれども、こ

うやって扶助費と人件費の増が非常に多いということになります。 

特別会計は、例えば、土地区画整理清算会計とか、公共用地取得事業会計とか、い

ろいろありますけれども、こちらについては前年度に比べて 210 億円強、増えて

いるということになります。これは省略します。 

それから、企業会計は798億4,640万円ということで、1.8％の増ということで

す。水道事業会計が、補正予算でやっていますので、それの前倒しの関係でちょっ

と減っていますけれども、水道関係の耐震の強化については、非常に加速している

という状況にあります。次、お願いします。 

今回の予算編成のポイントですけれども、何に重点配分したかということですけれ

ども、５つの分野に重点配分をしました。積極的な財政出動を行うということです。

まず子育て支援・教育の充実と健康長寿の推進です。そして災害対応力の強化、地

域経済の活性化、多様な文化を生かしたまちづくりの推進、社会変革の促進にな

ります。かなりボリュームが、量がありますので、省略しながら、飛ばしながら説明

していきたいと思います。 

まず、子育て支援・教育の充実と健康長寿の推進です。これは、特にどんな分野か
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ということですけれども、まず子どもの通入院に係る医療費の助成です。小学生、

ごめんなさい、中学生までは費用が無償になるということです。それから、5 歳時

の健康診断と、いくつかありますけれども、これは全てご説明いたします。次、お願

いします。 

まず、子どもの通院・入院に係る医療費の助成ですけれども、ちょっとここを見て

いただいて、今年の 7 月から変えます。これまでは、通院は 0 歳は無料で、1 歳か

ら高校生年代までは 1 回 500 円で、それから入院については 0 歳から高校生ま

で無料で食事代は対象外ということでしたが、7月からは、中学生年代までは医療

費は無料にいたします。高校生年代は 1 回 500 円をご負担いただく。それから、

入院に関しては 0 から高校生年代まで無料で、入院費の食事代も含むという形に

なります。こうやって子育て世代の医療費の負担を軽減するという取り組みを実

施いたします。 

それから、5 歳児の健康診査ですけれども、やはり小学校に上がる前の 5 歳のと

きに、しっかりその子の状況を見て、発達が気になるかどうかということを見なが

ら、ただそれで検診・検査をすることが重要ですけれども、それを、その後のフォロ

ー体制、しっかり見守っていくっていうところ。それで子どもの特性を早期に発見

して、特性に合わせた支援をしていくということが大事ですので、まず健康診査を

拡充していって、その後、見守っていくということ、そして相談をしっかり受け付け

るということです。これによって、小学校に上がるときに適切な対応ができるよう

にしていく、そして、情報は小学校でも共有しますから、この子に対して適切な教育

ができるようになる、支援ができるようになると思います。次、お願いします。 

それから、こどもの屋内型の遊び場の整備ですけれども、静岡市はこどもの遊び

場が不足しているということがありました。今まで、緊急にやっていかないといけ

ないので、遊休資産を暫定的に活用して、雨の日のこどもの遊び場を設置してき

ました。例えば西河内小学校だとか水見色小学校だとか、あるいは市民文化会館

です。ただ、やはり簡易的に実施しますので、やはり中身の充実が十分でないとい

うことですので、これは常設で今度つくっていくことにします。場所ですけれども、

旧蒲原の保健福祉センター、これが 1,388 平方メートルありますので、周辺の施

設があります。それと合わせて、これを恒久的なこどもの遊び場にするということ

で整備を開始いたします。 

それからもうひとつ、旧長田保健福祉センターですけれども、これも 629 平方メ

ートルありますが、こちらも、こどもの遊び場に変えるということになります。 

2026 年度に設計して、2028 年、ちょっと時間かかりますけれども、このあたり

で開館していきたいと思います。このやり方は、民間事業者の方々のノウハウを活

用して、デザインビルドと言っていますけど、設計して運営まで一体で発注するよ

うな形が有力だと考えています。できるだけ早く公募を開始して、早い供用開始を
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目指したいと思っています。恒久的な施設ですから、本格的な遊具とか入れられま

すので、非常に良いものになると思います。それから、こちらの蒲原の保健福祉セ

ンターですけれども、新蒲原駅から非常に近いところにありますので、それから駐

車場もしっかり用意できますので、そういった面では利用しやすいものになると思

います。次、お願いします。 

それから、こちらは小児科・産婦人科オンライン相談サービスの導入ですけれども、

しっかりと相談を受けるということが大事だと思います。とりわけ若い世代、性や

健康・妊娠に関する知識を得る機会や相談する機会が少ないということがありま

すので、しっかりとこういう体制を作っていきたいと思います。妊娠中の方や保護

者が、インターネットやＳＮＳを使って専門家に相談できるようなサービスというこ

とですので、わざわざ出かけて行かなくてもよいというような対応になりますの

で、利便性が高いのではないかなと思います。次、お願いします。 

急病時のあんしん預かり保育ですけれども、これは今年度から始めましたが、今、

病児・病後児保育室「なでしこ」というのを開設して、利用していただいています。

これは何かというと、こども園あるいは保育園、幼稚園に登園後の子どもが急に

体調不良になったときに、保護者に代わって病児・病後児保育室、看護師さんだっ

たりするわけですけれども、園まで子どもを迎えに行って、医療機関で診察に付き

添っていく。そして、保育室で預かるということです。仕事の関係で、子どもが病気

になったときに駆けつけたいのだけれど、どうしても駆けつけられないというとき

に、こういうものがあれば、保護者に代わってできる。今は小鹿にありますけれど

も、もうひとつは清水病院の中に開設したいと考えています。次、お願いします。 

それから、給食費の無償化ですけれども、小学校については、小学校の給食費です

けれども、これは無償化にいたします。中学校の給食費については、物価高騰分が

ありますが、物価高騰分は公費で負担して、今の保護者負担額を据え置くというも

のです。こういうことになります、はい。ごめんなさい、保護者負担額が、小学校は

保護者負担なし、中学校は 1 食 325 円分負担していただくということになります。

次、お願いします。 

こども園・保育所等ですけれども、こちらは食材費が値上がりしていますけれども、

この値上がり分は市が負担して、保護者の方は今の金額のまま負担していただく

ということです。次、お願いします。 

それから、ちょっと健康長寿関係ですけれども、その中の教育の充実ですけれども、

これについても、ひとつずつご説明します。次、お願いします。 

まず、学校の適正規模化ですけれども、やはり統廃合を相当進めないといけませ

ん。子どもの数が相当減っていますので、そこをやっていかないといけないのです

けれども、今までは保護者の方が統廃合に関しては、いろんなお考えをお持ちの

方が多かったわけですけれども、最近もっと積極的に統廃合を進めてほしいとい
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う要望が非常に出てきています。やはり小規模校になって、しかも 1 学年に数人し

かいないという状態になってくると、子ども同士で交わるということができなくな

ってというのがありますので、そういったことで積極的に統廃合をしてほしいとい

う声が大きくなっております。次、お願いします。 

藁科は以前からやる予定で、今年度、新校舎に着手しますが、次、お願いします。 

由比の小中一貫校です。これも由比北小と由比小学校の統合を早くしてほしいと

いう地域のお声がありましたので、それをまずやって、その後、由比の小中一貫校

を開校する予定です。それから久能小学校については、これは2027年、来年の4

月に久能小学校と大谷小学校を統合いたします。こうすると、どうしても学校に通

うのに時間がかかる、遠くなるのでスクールバスを運行する必要が出ますので、こ

のスクールバスの運行も、これもこの中の計画に入れております。次、お願いしま

す。 

それから、小・中学校の空調の整備ですけれども、特別教室は進めてきましたので、

今年の夏で全ての小・中学校の特別教室に空調整備が完了いたします。これはか

なり加速してきましたので、その状態になりました。もうひとつ、これで 26 年度、

来年度の夏で空調整備が終わるので、今年の夏と言ってもいいと思うのですが、

今年の夏で特別教室の空調整備が完了するので、次はこの体育館の空調整備に移

ります。今まで体育館の空調やっていなかったわけですけれども、これから進めて

全ての小・中学校の体育館に空調を入れていきますけれども、全てではなくて一

部はやらないところありますけれど、ほぼ全てです。2026 年度は、この 3 つ、葵

区東中学校、駿河区長田西、清水区は清水袖師中学校、この 3 つをモデル校とし

て、まず体育館の空調の設計・導入しています。その空調効果だとか、そういうこと

を見ながら、次の整備に繋げていくという予定にしております。やはり、体育館は

非常に巨大な空間ですし、断熱性が悪いという問題もあって、入れても、ものすご

い電気代、あるいはガス代がかかってしまう恐れがありますので、そのあたりを合

理的な設計にするために、まずは３校をモデルにして始めるということになります。

今の予定ですと、2033 年までには体育館の空調整備を終えたいと思っています。

次、お願いします。 

学校のトイレの洋式化です。これも進めています。次、お願いします。 

それから、学校の老朽化対策ですけれども、ライフサイクルマネジメントの実施とし

ていますけれども、公立の小・中学校、非常に老朽化が厳しい状況になっています。

しっかりとした老朽化改修をしてこなかった、とりわけこのライフサイクルマネジメ

ントという学校施設の建設から改修、維持修繕、こういうことをしっかりやってい

くというのが大事になります。よくマンションなんかにお住まいの方だと、長期修

繕計画みたいのを作って、大規模改修をやったり小規模改修をやったりしていま

すが、その計画をしっかり作ってやっていくということになります。今まで先送りさ
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れてきました。その老朽化改修がされてなくて、予算をほとんど使ってこなかった

という状況ですので、非常に雨漏りとか厳しい状況になっています。ただ、いきな

り補修をしますということではなくて、こういうライフサイクルマネジメント計画を

まず作って、計画的にやっていくことが大事ですので、今年度はライフサイクルマ

ネジメント計画というのを作ります。そして、これから計画的に補修をしていく、改

修・補修をしていくことになります。これは先ほどの第５次総合計画ですけれども、

2027年度から年間 40億円の予算でずっとやっていくということですので、40

億円というのはなかなかの金額で、10 年で 400 億円ですので、そういったこと

で進めていきますが、ライフサイクルマネジメント計画を策定した結果、40 億円で

は適切ではない可能性もありますので、それは見直していかないといけないと思

いますが、やはり計画的な整備が必要だと思います。次、お願いします。 

不登校対策はこれです。不登校対策として、校内サポートルームというのが非常に

有効なわけです。やはり登校に困難を抱える児童・生徒が安心して学び続けるため

には、教室にはなかなか入れないので、教室以外の場所というのが必要になりま

すけれど、校内サポートルームというのがあります。これが、まだ57 校しか設置さ

れていませんでしたが、今回、校内サポートルームを全小・中学校に設置いたしま

す。それから、教育相談員も配置して、登校困難を抱える児童生徒さんが安心して

学校には行ける、教室には入れないけど学校には行けるという状態を作っていき

たいと思っています。その他、スクールソーシャルワーカー等の配置も増やしてい

きます。次、お願いします。 

それから、フレキシブル担任制ということですけれども、今は、例えば 6 年 1 組は

何々先生という担任になっているわけです。それを変えて、一人ひとりではなくて

6 年生全体で、先生 2 人が複数担任でやっていくという形になります。これは、ど

うしても先生一人ですと、このクラスはこの先生一人で見るという責任感もそうな

ってしまうのです。大事なのは、やはり学校全体で一つひとつのクラスを支えると

いうことが大事ですので、まだモデル的ですけれども、まずこういったことを始め

ていくということになります。はい、次、お願いします。 

それから、デジタルの力を借りて教育の質を上げる、これからも急速に進んでいく

と思います。一人ひとりの進度に合わせていろんなことができるという時代にな

ってきますので、そういった学習支援ツールを導入していく、そしてデータ分析、子

ども一人ひとりの学習履歴とか到達度をデータ化して分析をし、それに基づいて

教育をしていくという、学びを支援していく、そういうことをやっていきたいと思

っています。はい。これちょっとイメージですけど、省略いたします。はい。 

それから、今度は健康長寿ですけれども、これはちょっといくつか省略いたします

けど、高齢者の健康づくり、これについてはデジタルポイントを活用していろいろ

運動していただくとポイントが入るというような仕組みを導入していきます。次、
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お願いします。はい、次、お願いします。はい。認知症もやっていますが、はい、次。 

障がい者相談支援窓口、市内 11 ヶ所ありますけれども、複数の障がいに関係する

ものがありますから、それらを一体的に相談する一括相談支援窓口というのを設

置します。次、お願いします。 

これは、生きづらさを抱える人のための居場所の整備ということで、オンラインの

居場所を作っていこうということです。こういうところにアクセスしてもらって、利

用者がオンライン上でアバターを操作して交流するということです。引きこもりに

なって交流しないという、社会との接点が持てないというところが課題になります

ので、こういった形でオンラインの中で社会との関わりを持っていただけるような

仕組みづくりです。はい、次、お願いします。 

それから、交通システムですけれども、中山間地を中心に、路線バスの維持が非常

に厳しいということですので、今回はちょっと細かい説明はいたしませんけれども、

新しいシステムを導入します。自家用有償旅客運送ということですけれども、小さ

なバスを、車を購入して、それを地域中心に運営していただくということですが、

ただ、今、例えば清水の両河内とかそういうところでやっていただいていますけれ

ども、個別で運行管理をすると大変なので、総合的な管理をするようなシステムを

導入していきます。次、お願いします。 

それから、例えば医療系のですねＡＩオンデマンドの地域交通というのを、これもや

っていきます。今、この辺り、東静岡駅の周辺でやっていますけれども、これで民間

事業者が運営主体になって、企業から協賛金をいただいてバスを運行するという

ことです。例えば、ここに寄ってください、済生会病院に寄ってほしいというのが

ありますけれども、オンデマンドですから、そこに行きたいと言うと、予約をして済

生会病院にも行けるというような状況になります。あるいは、この辺りのクリニッ

クだとか、あるいは買い物、そういう医療施設、福祉施設、それからスーパー、そう

いったところに協賛金を出していただいて、地域独自のバスを運行しようというも

のです。 

はい、次、災害対応の強化ですけど、ちょっと時間がないので、ふたつだけにしま

すけれども、清水庁舎の整備は後でご説明します。まず、災害時の市民等安否確認

システムですけれども、これは熱海の土石流のときもそうでしたが、やはり安否確

認をできるだけ早くやる、72 時間と言っていますけれども、できればもっと早く

安否確認をして、どこに誰が、安否が不明なので、そこを捜索しようみたいなこと

が大事になってきますけれども、南海トラフの地震では、非常に多くの方の安否確

認が必要になりますけれども、それを手作業でやっていてはとてもできないので、

これは新しいシステム、安否確認ツールを作る予定です。次、お願いします。 

こういうデータベースとツールを用意して、そして自治会とか市民の皆様にもご協

力をいただいて、新しいシステムを作ることにしています。全国でこういうことを
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やっているところはないので、できたら全国に対して使っていただくようなシステ

ムになると考えています。 

それから避難所の物資の整備ということで、食料であるとかこういったものを、こ

れはもう全部、これは新規ですけれど、全体として拡充していきます。携帯トイレと

かパーティションとか、そういったことも拡大していって、避難所の環境を整えて

いく、生活環境を向上する取り組みをいたします。はい。次、お願いします。 

はい。ここから先はちょっと省略です。はい、はい。浸水対策も時間の関係で全部

省略いたします。 

地域経済の活性化ですけれども、これは、はい、次お願いします。企業立地用地の

開発、それから大谷小鹿のまちづくり、あるいはいろいろありますけれども、これ

もちょっと省略いたします。全体としてしっかり土地を有効活用していくことが大

事ですけれども、省略いたします。空き家の利活用については、かなりこれから強

化していくということになります。次、お願いします。 

それから、地域経済の活性化で、今度は経済産業・農業の振興ということですけれ

ども、これはデジタル関連企業の誘致ということで、静岡市は情報系、あるいはデ

ザイン系の大学生であるとか、専門学校生だとか高校生が非常に多いというのが

特徴ですので、そういった方々のお勤め先が確保できるような形で、デジタル関連

企業の誘致を今、進めています。実際に効果がかなり上がってきていますけれど、

これからさらに拡充していきたいということになります。 

もうひとつ、静岡茶の生産体制の強化です。これは大幅に予算を強化して、これが

ラストチャンスと言いますか、今ここでやらなかったら非常に厳しいことになると

いうことで徹底して取り組んでいきます。本当に静岡茶の生産ですけれども、

2005年から2020年で茶園面積が60％減少して、県全体よりも非常に厳しい

状況にあります。それから荒茶の生産、これも厳しい。それから、経営面積も静岡市、

非常に小さいということになります。拡大ができていないということです。やはり

生産体制をしっかり作っていかないと、プラスのキャンペーンであるとか、お茶の

まち静岡と言っても良いものが作れなければ売れないということで、良いものと

いうか、お客様から支持されるお茶を作っていかないと、生産していかないと支持

されないというところですので、今回は抹茶・甜茶の需要があるので、それという

のはありますけれども、それだけではなくて、中山間地、その地区の一つひとつ、

市内の一つひとつの地区に入って、この場所はどういうものをこれから育ててい

けばよいか、生産をしていけばよいか、そういったことをしっかり分析して、それに

科学的な知見を入れて生産力を上げていく、市場から評価される生産に変えてい

くというのを一つひとつ丁寧にやっていきたいと思います。これは相当手間がか

かりますので、プロジェクトチームを新たに設置して進めていくということになり

ます。ちょっと詳細は省略いたします。次、お願いします。 
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市街地の活性化です。これは東静岡のまちづくり、アリーナですけれども、アリーナ

は今日は説明を省略しますけれども、今月の末までに事業者が決定するというこ

とになる予定です。今、事業計画の審査中ですので、今月末に事業者が決定すると

いうことになります。 

それから、静岡駅の北口広場です。北口広場ですけれど、ちょっと今、非常に暗く

て、そして、利用がちょっと滞在する感じではない、みんなささっと通っていく、通

過点だけになっていますので、ここをもう少し滞在できるような場所に変えていっ

て、こちらの物販についても強化する、こんな取り組みをしていきます。2 年間か

けて、ここをやります。はい、次、お願いします。 

それから、まちなか再生ですけれども、今まで、いわゆるおまち、例えば青葉シンボ

ルロードが典型ですけれども、投資をしてきませんでした。新しい改修をしてきま

せんでした。したがって、今回、例えば青葉の緑地、シンボルロードのところを再整

備していきます。まずは、測量、基本設計をやって、工事をやっていく、そこそこ、や

はり時間はかかりますが、とにかく、おまちがあるというのが静岡市の大きな強み

なので、その強みをさらに生かすために、青葉シンボルロードのところにもしっか

りと投資を入れていって、人が集まるような場所にしていきたいと思っております。 

その他、いろいろありますけれども、省略いたします。 

それから北口の駅前広場ですけれども、これは、ここが横断できるような計画をい

たします。横断できるというのは、今、静岡駅を降りて、そして、北口に行ったとき

に、地下に行かないと、向こう側に行けないですね。一部は郵便局のところはあり

ますけれども、基本は駅を降りて、改札を出て、北口に行こうと思ったら外から来

た人はわからないわけです。我々は分かっているから地下に降りていきますけれ

ど、さて、どうやって、こちらに行くんだろう、降りた後どうやってこちらに行くん

だろうと思うわけですけれども、やはりここを改善して、ここで平面で行ける、歩い

て楽しめるまちづくりの一環として、平面横断化を目指す、そういった設計をして

いきたいと思っています。次、お願いします。 

それから東口、これは後ほど説明いたしますので省略します。ENEOS さんのとこ

ろですね。省略をいたします。 

それから、観光、ガストロノミーツーリズム、食文化観光の促進と、あとお茶です。テ

ィーツーリズムの活性化ということを強化していきます。やはり、泊まって、静岡の

魅力は、食の魅力が非常に大きいので、その食の魅力を活かして一泊したくなるよ

うなまちづくりをしていきたいと思っています。 

それから、東海道の歴史街道、これについては東海道 53 次・57 次、これの連携

を、静岡市が事務局となって始めていますけれど、それを来年度から本格的に進

めていきたいと思います。街道は 53 次・57 次があるのですけれど、その連携が

あまりされていないので、それをしっかりしていくということです。はい、次、お願
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いします。 

スポーツについては、アリーナは省略して、ユニバーサルスポーツの話をしておき

ます。ユニバーサルスポーツの聖地化ということで、庵原地区を聖地化するという

ことで、今年度、スポーツ庁の河合長官から特別賞をいただきましたので、それは

計画が優れているということで特別賞をいただいたのですけれども、計画だけで

はなくて実際に実行していかないといけないということです。まずは、ちゅ～るス

タジアム清水ですけれど、駐車場のところに屋内型の運動場をつくります。このブ

ラインドサッカーだとか、まずは障がいのある方々の中心の利用ですけれども、そ

れ以外に野球ソフトとか屋内型でできますので、雨の日にはここでやるというよう

なことになります。それからパラスポーツ協会、これを作っていくという動きがあ

りますので、それも支援をしていって、静岡の庵原地区を、ユニバーサルスポーツ

の聖地化をしていくという予定です。はい。次、お願いします。 

それから、地域資源を生かしたまちづくりになりますけれども、駿府城公園、ちょっ

と説明いたしますが、駿府城公園を整備していますけれど、全体の整備に、いよい

よ手を入れていきます。今、皆さんわかると思いますが、入っていくと丸く通路が

あると思いますけれど、お城にこんな丸いものは基本はないわけです。なので、昔

のイメージが、駿府城時代のお城と今の状況が全然違うので、城跡と言いますか、

お城らしさを感じにくいわけです。全国でインバウンドの皆さんをはじめ、お城の

観光が非常に活発になっていますけれど、静岡市の場合は、お城の雰囲気感じら

れないということで、なかなか来ていただけない状況になっています。これを昔の

形を活かしたような公園に変えていきます。それから、次、お願いします。 

もうひとつは、野外展示場がありますが、ここに石垣等を見られるようになってい

ますけれども、まだ仮設状態ですが、本格的に見られるようにします。それで、その

向かい側に体験学習施設ということで、こういった建物をつくって、ここを見なが

ら憩える場所をつくっていきます。体験学習も、もちろんそうですけれど。 

今、ＶＲを作っています。デジタルの画像で、例えばスマホをかざすと駿府城が目の

前に出てくるような、いろんな方向からどこからやっても、その方向から見た駿府

城がスマホの中に出てくるようなものを、今作っていますけれども、ここから見る

と、この中でＶＲも上映して、それでＶＲを上映して、なるほどと思って、こちら側が

駿府城になるわけですけれども、ぱっと見ると駿府城がそこにあるかのようなイメ

ージができるような施設にしていきたいと思っています。はい、次、お願いします。

はい。あと省略で。里山公園、これもいいですね。 

はい、あとは、中山間地、南アルプスの件ですけれども、これはワインのところだけ

お話します。梅ケ島地域におけるワインの産地化計画ということで、梅ケ島は標高

が 400 メートルになっていますが、ちょうどこの場所は 800 から 1,000 メート

ル程度ありますので、今、温暖化で標高の高いところでないと、なかなかブドウの
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育ちが悪いという状況になっていますが、ちょうど梅ケ島は標高が高いので、昼夜

の温暖さがあるということと、排水が優れているということと、風が上がってくる

という、谷から風が上がってくるという非常に良い場所がありますので、これから

ワインの栽培をしていこうということです。梅ケ島はお茶の産地ではありますけれ

ども、標高が高いので収穫が遅れるのです。どうしても、やはり一番茶の早い時期

に出した方が値段が高いというのがあって、後から出てくるお茶は品質が高くて

も、なかなかうまく市場で値をつけてもらえないということがあって、梅ケ島のお

茶生産が非常に厳しい状況になっています。そこで、この地域を活用して、ワイン

の栽培をしていこうということです。 

もうひとつ、醸造所も作ります。梅ケ島小学校が閉校になります。小中学校ですね。

その体育館を利用して醸造施設を作るということです。今、準備的に専門家の意

見を詰めながらやっておりますけれども、来年度からは、いよいよ本格的にそうい

う委員会を作って、本格的な醸造所にするということであります。ここには予算が

ついてますけど、まず圃場の整備、これをしっかりやっていかないといけないので、

それをやりますが、醸造所であるとか、それからワインの製造、これは民間の事業

者の方を公募して、その方々でやっていただいて、そして、ある種、梅ケ島を世界

に誇れるようなワインの聖地にしていきたいというぐらいの壮大な気持ちでやっ

ているところです。 

はい、あとデジタル関係の予算がいろいろありますけれども、この辺りも省略いた

します。 

 

次に、令和8年度の組織機構案ですけれども、ごく簡単にいたします。 

この組織改編に当たって一番の課題は、静岡市はどうしても縦割り行政の弊害が

残っているということになります。それをどうするかということですけれども、全

庁的に小さな組織があると、例えば、隣の係とも連携しないというようなことが実

際に起きてしまっています。例えば、それじゃ駄目だと言っても、どうしてもそうい

う係があると、自分の係に閉じこもってしまうということがありますので、小さな

組織を統合・再編して、組織をできるだけ大くくりにするということをやります。こ

れは縦の組織です。もうひとつは横のチーム組織です。これを組み合わせるという

ことで結果を出せる市政に変革していきます。 

例えばですけれども、局・部・課・係の統合ということですけれど、市民局と観光交

流文化局を統合するということです。次、お願いします。 

それから市長公室を廃止して、できるだけフラットにするという取り組みであると

か、あるいは課の統合、これは全庁的に一課 10 人未満の小さな組織は統合して、

再編するということです。はい、次、お願いします。 

それから、係は 1 係 3 人以下という係がありますので、ここも統合するということ
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です。 

それから、横の連携、チーム組織の再編ということで、チーム組織の良いところは、

チームリーダーとチーム員しかいませんから、完全フラットな、ほぼフラットな組織

になります。階層の少ないフラットな組織で、それで、上司に上げていかなくても、

例えば、課長に相談して、部長に相談して、局長に相談してという、その間に次長

がいるみたいなことになると、本当に決断・判断に時間がかかりますので、フラット

な組織でやるということです。ちょっと省略しますけれども、多数のものを用意し

ております。 

あとは、全庁的な支援体制、これも整備していきます。はい。 

組織機構改編については以上です。 

 

◆司会 

ありがとうございました。では一旦、今までの発表に対するご質問をお受けしたい

と思います。はい。 

 

◆市長 

それで、すみません、新清水庁舎の基本計画とそれから東口清水駅の東口の土地

利用に関しては、後ほど具体的にご説明しますので、それ以外でお願いできればと

思います。 

 

◆司会 

はい、予算等々についてご質問いかがでしょうか。 

はい、では、SBSさん、お願いいたします。 

 

◆SBS 

SBS テレビです。よろしくお願いします。今回の予算編成にあたって毎回お聞きし

てしまってるんですけれど、何か名前をつけると、どのような名前になりますでし

ょうか。 

 

◆市長 

あまり名前ないのですけれど、変革、変革と言っているので、去年は「変革加速予

算」、今年度ですね、変革加速予算と言っていて、今年も変革加速したいのですけ

れど、変革も計画段階の政策関係の変革とか、仕事の仕方の変革というのをずっ

とやってきましたけれども、いよいよこれで実際にそういったものが形になってき

ましたので、「変革実行予算」という漢字はどうかなと思っていますが、あまり今ひ

とつかなという気はしております。以上です。 
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◆SBS 

その変革実行予算というのは、どういう思いからなんでしょうか。 

 

◆市長 

形にしていくということですね。実際に成果を出していくということです。いろん

な形で仕事のやり方、政策執行力、政策実行力と言っていますけれど、そこを上げ

てきたので、いよいよそれが形になるということです。 

アリーナも始まると思いますし、それから清水駅の、後ほど説明する庁舎の問題だ

とか、それから ENEOS さんの用地のところ、そういったところが動き出しますの

で実行かなと思っています。 

それから、先ほどの学校の問題ありますけれども、学校も中村教育長がいろんなア

イデアを出して具体的な変革をしていますので、その変革が実際に形として出てき

ているということになります。例えば、複数担任制もそうですし、校内サポートルー

ムもそうですけど、そういった形で実際に体制ができてきていますので、そういっ

た面では実行予算だな、変革実行だなと思っています。 

 

◆SBS 

続けてすみません。給食費の無償化についてなんですけれども、国が 5,200 円、

月額で支援するということだと思うんですが、それを超える分に関しては保護者

から徴収してもよいということだったと思うんですけれど、今回、市が公費で負担

するということに至った思いについて教えていただけますか。 

 

◆市長 

はい。元々少なくとも小学校の給食費については無償化するべきだと私は思って

いました。ただ、非常に予算がかかるということと、それから、全国で無償化競争

みたいになるところがあって、うちの町は隣町より良い、隣町は有償なんだけれど

うちは無償なので来てくださいみたいな、ここは子育てしやすいですよ、みたいな

形で競争になるのはよくないということで、やるのであれば、やはり、少なくとも

小学校の給食費は無償化すべきだと考えていました。 

そして、そのときに、全国一律で、やはりやるべきだということで、これは文科省で

あるとか、それから、こども家庭庁であるとか、そういうところにも毎年要望をして

きました。おそらく、そういう要望は全国の自治体が皆さん思っておられたので、

皆さんも要望活動をされていたと思います。 

いよいよ国が予算をつけてくださって、金額は十分とは言えない、十分というか全

額負担にはならないわけですけれども、ただ国がそこまでやってくれたので、そう

すると、国がやってほしいと言っていたのに、国の金額が全額無償まではいかない
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というところなので、やはり一部有償化ですと言うのですと、ちょっと今まで言っ

たことと話が違いますので、そういったことがないように、やはり無償化すべき、

もう一度繰り返しますけれど、少なくとも小学校の給食費は無償化すべきで、それ

は全国一律でやるべきで、その負担については国にお願いするということでやっ

てきました。国が、いよいよ、それで予算をつけてくれましたので、それで足りない

部分については、静岡市で負担して、小学校については無償化する、そういうこと

の決定をいたしました。 

 

◆SBS 

中学校の給食費についてなんですけれど、他の自治体ですと市独自で無償化にさ

れている自治体もあると思うのですが今回それに踏み切らなかったのは財源の問

題なんでしょうか。 

 

◆市長 

そうですね、財源です。はい。こちらについても国が出していただけると、いくらか

でも出していただけると、足りない部分は市で負担するということにしたいと思い

ますけれども、まずは小学校ということなので、そこはやっていくということです。

国でまた制度を作っていただければ、それに合わせて無償化していくという方向

にしたいと思っています。 

 

◆SBS 

ありがとうございました。 

 

◆市長 

それから、もうひとつ、給食については、今の給食、今日は説明しませんでしたけれ

ども、今の給食供給システムは大きな課題がありますが、効率化という面で非常に

大きな課題があって、そこをこれから変えていきますけれども、変えていくと、か

なり給食費自身が抑えられるのではないかなと思いますので、そういったことをし

ながら、効率化と合わせて無償化するというような方向性とすれば、財源上の問

題もかなり軽くなりますので、その両方、財源を確保するのと、やはり給食の供給

体制、提供体制の抜本的な改革をしていくという、その両方を進めていきたいと

思っています。 

 

◆司会 

はい。静岡新聞さん、お願いいたします。 
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◆静岡新聞 

静岡新聞です。今の給食費の関係でもう少し詳しくお聞きしたいのですけれども、

無償化に、公費を、国の交付金を超える部分に関しては、公費負担ということで、

この公費は一応重点支援交付金を充てているということでよろしかったかという

ことと、合わせて今おっしゃった給食の供給システムの変更によって、効率化をす

ることで、多少さらに抑えられる部分もあるということでしたが、今後、恒久的に

小学校の無償化を維持していくために、現状ですと国の重点支援交付金も活用し

ている中で、どういうふうに財源を恒久的にどう確保していくかというのを、詳し

く教えていただければ。 

 

◆市長 

はい。今のお話の通り、来年度予算については、給食費があって、県の補助金とな

っていますが、これは国から県に入って市に来るというものですので、これは国の

補助金だと思っていただければいいと思います。この諸収入は、保護者と教員等

負担分、これは学校の先生と、それから中学生になりますけれども、ここの重点支

援交付金を充当していますけれど、それは今年限りです。来年からは、こちらにき

ます。来年もこれで出していただければいいのですけれど、そう簡単にはいかない

と思いますから、恒久的な財源は一般財源で手当するという予定です。来年度は、

たまたまですけど、その次の年からは一般財源でやっていきたいと思っています。 

それから、給食の供給体制については、これは抜本的改革なので、結構時間がかか

ります。給食センターを新設する予定だったのを、私が市長になってやめましたけ

れども、それは効率性を上げてやれば新しい給食センターを作らなくても供給は

できるので、それもひとつの効率化だと思うんです。さらにそこで加工の問題、入

口の加工の問題、例えば、野菜のカットを個々にやっているわけですけれど、それ

を変えるとか、調理方法を変える。それから今度は配送です。配送も本当に昔なが

らの配送システムでやっているので、それも変えると相当効率化できるので、それ

を根本からやるということで進めています。先ほどちょっと省略しましたけれど、

食と農のプロジェクトチームの中でそれをやっていますので、それをやりながら給

食費を下げるということです。それをやりたい。 

あるいは、下がった分だけちょっとメニューを充実するとか、そちらに使うかもし

れませんけれど、いずれにしても今のシステムは変えていく必要があると思ってい

ます。 

 

◆静岡新聞 

ありがとうございます。あと、こども医療費の関係でちょっとお尋ねしたいのです

けれども、今回、通院に関しては中学生年代まで拡充されたかと思います。入院は
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食事代も対象になったということだと思うのですけれども、他の市町ですと18歳、

高校生年代までというところが多い中で、中学生年代までとした理由をちょっと

教えてください。 

 

◆市長 

はい。中学生年代までにしたのは、やはり財源の問題ありますけれども、医療関係

者の話もあるのですけれど、安易な診察・診療を避けるということがあります。そ

れで、やはり小学校、中学校は、子どもが病気になったときに保護者の方が非常に

心配ですので、そういったときに何か躊躇するようなことはなくしたいと思ってい

ます。したがって、無料ということにしました。 

高校生になると、ある程度、そこの抑制も効いてくると思いますが、やはり無料に

すると、これぐらいでもちょっと行ってみようということになって、そこで医療需要

が増えることになります。医療需要が増えるということは、そこの部分で、ここの予

算にも関わりますけれど、医療費全体に関わる問題になってくるわけです。そうす

ると、保険も上がっていくことになりますので、そういった面で、安易な受診を多

少でも抑制するということです。 

ですので、1 回 500 円ということの制限だけは残して、少しだけ抑制しながら医

療費全体が増えていく、あるいはそれが保険料に反映するようなことも防いでい

くので、ここだけは残したということになります。 

 

◆静岡新聞 

そうしますと、今後も、現状では高校生年代は対象にしないという方針でよいのか

ということと、今回財源として市の健康福祉基金を取り崩して 4 億円を充ててい

るかと思うのですけれども、今後財源の確保、同じ質問になるのですけれど、どう

いうふうに確保していくのか、教えてください。 

 

◆市長 

はい。もうひとつ、財源のところは、政令市以外の市町は、県から補助金が出てい

るのですね。静岡市と浜松市だけは出ていないという状況があるので、そこの財

源の問題も実は少しはあります。 

これからどうするかということですけれど、これはもう決めましたので、財源はし

っかりと確保していって、守っていくということをしていきたいと思います。 

 

◆静岡新聞 

ありがとうございます。 
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◆市長 

県には要望しているのですけれど、政令市に補助を外すのはやめてください、補助

対象から外すのはやめてくださいとお願いしているのですけれど、なかなかとて

も認めてもらえるような状況ではないので、そこはそういうことでやっていかざる

を得ないと思っています。 

おそらく政令市、浜松市と静岡市が政令市ですので、浜松市もおそらく同じような

考えではないかなと思います。 

 

◆静岡新聞 

高校生に関しては、対象とはしないと方針には変わりないということでしょうか。 

 

◆市長 

そうですね。 

 

◆静岡新聞 

わかりました。ありがとうございました。 

 

◆司会 

はい。その他、いかがでしょうか。 

 

◆市長 

それで、もうひとつこちら。少なくとも入院に関しては全部無料で、入院費の食事

も無料になっていますけれども、安易な受診という面で言うと、さすがに入院して

いる方で入院されることはないので、そこはこれで無料にするということです。入

院の食事代も含めて、高校生まで無料ということです。 

 

◆司会 

はい。その他、いかがでしょうか。静岡朝日テレビさん、お願いいたします。 

 

◆静岡朝日テレビ 

静岡朝日テレビです。よろしくお願いいたします。今回の新年度当初予算案にも難

波市長のまちづくりに対する思いがすごく詰まっているのかなと思ったのですが、

難波市長はこれまでも、人口減少対策の一環でまちづくりを進めていくというふ

うにお話されていました。改めて、まちづくりが、人口減少対策にもたらす影響な

どについて、思いをお話しいただければと思います。 
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◆市長 

はい。静岡市の人口減少の一番大きな原因は、若年層の流出、そして流入不足と

いうことになります。それはなぜかということですが、これも、いつも言っているこ

とですけれども、例えば、大学の定員ですけれども、静岡市内の高校生が静岡市内

の大学に行くときに、定員は 104％あるわけです。静岡県全体で言うと、それは

50％しかない。だから、静岡県の高校生は県内の大学に行こうと思っても、定員

が 50％しかない。ですから、定員だけ考えても 50％出ていくということです。そ

こに県外から当然来ますから、そうすると 70％が県外に出て行く、18 歳、大学に

進学するときに 70％が県外に出ていくというのが、静岡県の人口減少の大きな

原因になっていると思います。もちろんその方々が帰ってくれば、Ｕターンして帰

ってくれば、それは起きないのですけれど、なかなか帰ってきていただけない。 

ところが、静岡市だけは、だけはというよりも静岡市は、そこの定員が 104％ある

ということです。したがって、大学進学時 18 歳人口、静岡市は増えるのです。それ

はものすごく恵まれた都市と言えると思いますが、それなのに人口が減少する、静

岡県平均よりも静岡市の人口減少の方が厳しいという、非常に謎の状態になって

いるわけです。 

それは、今度は大学を卒業したときの就職の問題があって、静岡市に自分が勤め

たいという仕事がないので、出ざるを得ないという状況です。それが起きている

わけです。それがなぜ起きているのかというと、それはしっかりとした仕事作りを

してこなかったということです。企業立地、新しい企業立地であるとか、新しいオフ

ィスに、新しい会社に来てもらうというような取り組みを長年とっていないという

ことです。 

先日もちょっと発表しましたけれども、例えばオフィスの空室ですけれども、今

2.3％で、統計をとっている政令市の中では一番空室が少ない、オフィスが足りな

い状況です。2017 年以降新規のオフィス、一般に供給するオフィスは供給されて

いないという異常な状況なわけです。 

そうやって、やはり投資不足に陥っている、新しい仕事を作るというところに対す

る投資が不足しているから、結局、静岡市の中で勤めたい、仕事をしたい、こんな

いいまちですから静岡市の中で就職したいと思う人はたくさんいるわけです。だ

けれど、自分がやりたい仕事が選べないので、市外に出ていくという方が非常に

多いわけです。データもありますけれど、それは今日は申しませんけれど。 

それが人口減少の非常に大きな原因になっているので、何をやっていかないとい

けないかというと、このまちで仕事をしたいと思っている人が、このまちでできる

ようなまちにしていかないといけないわけです。そうすると、まちづくりをしっかり

していって、そして新しい仕事づくりをするということです。 

まちづくりも昔とは違っていて、この中心市街地のところに、職と、それから住ま
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いと、それから学校もあり、商業施設もあり、遊びの施設もあり、福祉施設もあると

いうところですね。そういうまちづくりをしていくと非常に住みやすいまちになる

わけです。 

ですから、繰り返しますけれど、仕事をしっかり作る、それから空き家もいっぱい出

てくるので、空き家を活用して、それほど高くない値段で住まいが確保できるとい

うところですね。そういったまちづくりをしていかないといけないので、そこが静

岡市は、しばらくの間、その分野に投資していないので、そこを変革、変革と言って

いますけれど、一番大きな変革はそこにあります。 

 

◆静岡朝日テレビ 

ありがとうございました。 

 

◆司会 

はい。その他、ご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

はい、読売新聞さん、お願いいたします。 

 

◆読売新聞 

読売新聞です。よろしくお願いいたします。先ほどお茶の生産体制強化のところで、

ラストチャンスという言葉を使われていたのですが、来年度のうちに、2026 年度

当初でブランドを確立して、確立をラストとして、その後、発展の予算に切り替えて

いく…ラストチャンスの定義をもう少し詳しく伺ってもいいですか。 

 

◆市長 

すみません、説明不足です。ラストチャンスというのは、生産者がいなくなると生産

できなくなるわけです。農地があっても、生産者がいなくなると生産できなくなる、

そう簡単に外から出てきてくれませんから、今まだ生産者がいらっしゃる中で、そ

こで産地に手を入れて、ブランド作りというよりも、何々地区はこのお茶で勝負し

ていきましょうというような形で、改植もしていくということです。 

例えば、「つゆひかり」という品種が良ければ、それが市場で評価されているので

あれば、それに変えていくとか、そういったことをしていくということです。それで

有機があったら、有機をその地区で変えていく、そのときに耕作放棄地が転々とし

ていますから、その耕作放棄地一つひとつを借りて、例えば、市もそこに入って、そ

れを借りて集約して、大規模農家、大規模にやっていくような形を作っていかない

といけないです。 

今までは、口ではそう言っているんですけれど、現場に入っていっていないわけで

す。現場のその地区で、本当にそこまでやっていなくて、個人間同士と言いますか、
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民-民と言いますか、そこに任せているところがあったわけです。それでは、なかな

か上手くいかないです。耕作地になっているけれど貸してもらえないというような

ことが結構あるので、それだったら、やはりそこの地区のちゃんとした計画を作っ

て、あとは儲からないとやってもらえませんから、この地区はこの品種でこういう

作り方をしてやっていけば売れるようになります、というのを見せて、例えば、年

収何百万円は確保できます、というのを見せると、それだと続けようと思っていた

だけるし、あるいは若い人がそこに入ってきて自分もやってみようかということで

すよね。そういうふうになるので、現場に一つひとつ入ってやるというのが大事だ

ということで、それがラストチャンスのお話でいうと、現場でやっている人がまだ

いるのですけれど、どんどん、どんどん、やめていっているわけです。作り手がいな

くなると本当に作れなくなるので、まだ作り手が残っている状態で、ここ２、３年で

流れを変えていかないと、作り手がいよいよ本当にいなくなるという状況になる、

そういう面でラストチャンスだと思っています。 

 

◆読売新聞 

ありがとうございます。そうしますと、この4億333万という、かなり大きな規模

の事業費だと思うのですが、これを 2，3 年継続して導入していくような規模感で

しょうか。 

 

◆市長 

そうですね。かなり増やすこともありえると思っています。ただ、これは、金額の問

題ではなくて、一番大事なのは人なんです。現場に入っていって、一つひとつの地

区でこうしましょうということを作っていかないといけないです。これは、すごい

手間がかかるのですけれど、でも、それをやっていかないと、生き残れない状況に

なっているので、人もたくさん導入して、そして、市の職員だけではなくて他の

方々にもいろいろ関わっていただいて、現場から変革をしていく、生産現場から変

えていくということです。 

もう一つ、茶商さん方ともいろいろ話をしていると、茶商さん方、これは売れると

わかっているわけです。これは売れると分かっていて、そういうお茶を作って欲し

いのだけれど、作り手が、どんどんどんどん減っているということも言われてます。 

今までは茶商さんが、これを作ってくださいねと言ったら集まってきたわけです。 

このお茶が欲しいと思ったら集まってきたのですけれど、いよいよ作り手がいなく

なってくるので、生産者がいなくなってきたので、今まで集まってきたお茶が集ま

らない状況になっているのです。この品種の、こういう作り方のお茶を作ってくれ

る人が欲しいわけですけれど、それがいなくなってくるわけです。 

そうすると、茶商さんと生産者のところをちゃんと結び付けて、だから、茶商さん
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から、このお茶をこういう作り方で、この品種のお茶をこういう作り方をすると売

れますよとか、あるいは高く買えますよということを教えてもらって、生産現場で

はそこに対応した品種に変えて、作り方もそういう作り方にしていく、例えば、有機

にしていくですとか、そういったことをやっていく。 

ですから、生産現場を変えていくのですけれど、それは茶商さんとの連携で売れる

お茶を作れるようにしっかりとした仕組み作りをやっていくのが大事だと思って

います。 

 

◆司会 

その他、いかがでしょうか。先に、中日新聞さん、お願いいたします。 

 

◆中日新聞 

中日新聞です。よろしくお願いします。予算全体のことについて伺いたいのですけ

れど、市長の1期目の残りが、残り1年ということで、来年4月までということで、

2026年度で、ほぼ 1期目の任期が終わります。 

それで、当初予算編成自体は 1 年後の 27 年度分もあるかとは思うんですけれど

も、今回の26年度予算が1期目任期中の実質的な最終年度となる当初予算とな

ります。 

市長にとって納得のいく予算編成になりましたでしょうか。就任以降、市長は人口

減少対策に特に力を入れてきましたけれども、今回は100点満点中何点ぐらいに

なったのかを伺いたいです。 

 

◆市長 

はい、ありがとうございます。ちょっと、その前に大事なことの説明、今のご質問で

大事なことの説明をし忘れていましたので、財政の見通しのところを出してもらえ

ますか。 

積極投資財政と言って、それでアリーナであるとか清水庁舎とか、いろんなものが

出てくるわけです。それから、先ほどの給食費の無償化もそうですけれど、いろん

な財源が必要で、本当にこれから先々大丈夫かということです。 

私が 1 年を通じて市政運営するのは、4 年の任期で、来年度予算が最後になりま

すけれども、4 年間の任期の中で最後ということになりますけれども、そこである

種やりたい放題やって、ツケを後に回すという、これが一番良くないわけです。で

すから、長期的な財政需要をしっかり見ていかないといけないということになりま

す。最後のところをお願いします。 

財政規律をしっかり守っていくということです。静岡市は投資不足、投資不足と言

っていますけれども、かなり公債費の発行を抑えて投資を縮小してきました。した
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がって、経常収支比率とか、そういうのは非常に改善してきています。ですけれど、

改善してきた分、例えば、典型的なのは学校の維持補修ですけれど、これに全然お

金をかけていないので、大規模補修をやっていないわけです。それがツケになって

今、回ってきています。 

それを、やはり中長期的な財政運営をしっかりしていて、学校の改修もしっかりや

っていかないといけないということもありますが、そうすると相当予算がかかりま

す。ここ 5 年くらいは、本当に積極投資財政で回していかないと、今の静岡市の人

口減少の長期傾向が上向きにいかない、下向きにこうなっていたのをちょっとで

も上げていくという、上には向きませんけれど、流れを変えてやらないといけない

ので、そうすると最初のところは積極投資が必要だと思っています。 

ただ、中長期的に財政規律はしっかり守っていかないといけないということです

ので、さきほどの 5 次総の中で、5 次総は 2035 年ですけれども、その後も含め

て財政規律がどうなっているのかはしっかり見ています。それで、経常収支比率で

すけれども、これは 98 の水準をしっかり守ってやろうというところです。経常収

支比率というのは、市税など経常的に収入された一般財源に対して、人件費とか

公債費とか、そういう経常的な支出がどれだけの比率にあるのかというところで

す。人件費とか公債費は払わないわけにいかないので、必ず必要なので、それをい

かに一般財源で経常的な収入で確保できているかというのが経常収支比率です

けれど、これは 100％であれば何とかなるわけですけれど、やはりそこをしっかり

守っていこうということです。 

しばらくの間、積極投資をして上がっていきますけれど、経常収支比率は。それは

公債費が増えてきたりしますので。ですけれど、今の予定ですと 2033 年をピー

クに少しずつ下がっていくということです。これがここで、これがこのまま上がって

いくようだと危ないわけです。ですから、ここをしっかり守っていくということをや

はりやるのが非常に大事だと思います。もうひとつお願いします。 

実質公債費比率もすごく下がってきています。下がるのはよいのですけれど、しっ

かりとした投資をした上で公債費比率が下がるのはよいのですけれど、維持補修

をやってこなかったから下がっているという面が非常に強いわけですよね。例え

ば、市民文化会館も投資をしていないので、結局、あれは一時は 160 億円だった

のを 80 億円に減らしましたが、ああいうものが残っている。学校も残っているわ

けです。 

そういった面では、経常費比率が下がったのはよいのだけれど、投資が不足して

いたので、ここでしばらく投資をせざるを得ないというところです。そうすると、ど

うなるかということですけれど、これも 2035 年のあたりで 8.6 まで上がってき

ますが、今の予定ですと 2036 年から下がってきます。だから、これがそのままず

っと上に上がるような投資計画を立ててると危ないので、ここをしっかり守ってい
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くというところです。 

ですので、9％ぐらいですね。これを中長期的に財政規律の管理値として、実質公

債費率を 9％には保っていってやろうということです。9％というのは、例えばで

すけれど、公債費の発行の国と協議が必要となる基準は 18％だったり、早期健全

化基準で発行もできないようなところになるといけませんけれど、そのレベルとは

全然違うレベルですので、政令市の中でも半ばぐらいにおそらくなると思います、

9％だと。これをしっかり守ってやるということが非常に大事だと思います。 

ご質問の、今年の予算はどうかということですけれども、今年の予算というのを、

今回、5次総を立てて2035年までの長期的な投資と収支を見ていっていますの

で、それでは実質公債費率も上がってきますけど、2036 年以降は下がるという

ことが確認できていますので、これは 2035 年までの投資として、しっかりとした

財政規律を守っていけるなと思っています。 

とにかく、自分が市長をやっているときはよくて、後にツケを回すというようなこ

とをやってはいけないので、そこは、やはりしっかりとした中長期的な財政規律を

守っていく必要があると思っています。その中で今回予算編成をして、いろいろ新

しいことを盛り込んでいますので、点数をつければということですけれども、何で

も 100点ということはありませんが、かなり先を見た予算編成ができたので、90

点ぐらいは取れるのではないかなと、自分自身は思っています。世の中の方々が、

市民の皆様がどう判断するかは別問題ですけれど、自分としてはなかなかよい予

算編成ができたかなと思っています。 

それから、もう一つ大事なのは、市の職員がいろんなことを考えて、見直しをし、や

めるものはやめるということですね、相当細かく取り組んでくれた。正確に言うと、

全事業について、いるか、これを継続するのか、やめてもよいのではないかという

ことで、点検した上でやめるものはやめる、予算を削るものは削る、新しいものは

新しいものを出していくということで、今回作り上げましたので、単年度予算とい

うよりも 2035 年までに取り組む、つまり 5 次総の中で取り組む予算、中長期的

な計画のもとに来年度予算編成ができていると思っています。 

そういった面では、初めてと言ってよいと思いますけれど、総合計画を変えました

ので、前の総合計画の中の枠組みでやるのではなくて、新しい総合計画を作って、

これから議会の審議が必要ですけれど、議会で審議をしていただいて、今年度予

算と合わせて審議をしていただくことによって、中長期的な予算、中長期的な視点

も踏まえた予算編成ができたのではないかなと思っています。 

 

◆中日新聞 

はい。ありがとうございます。5 年間ぐらい積極投資財政でいくというお言葉もあ

りましたけれど、市長は2期目もやられるんでしょうか。 
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◆市長 

それは全然違う話ですね。今日はお答えをしないということで。 

 

◆中日新聞 

ちょっと話がそれましたけれど、アリーナ、大型事業なのですけれども、財政規律

の話も出ました。アリーナに 300 億円で、スタジアムにも総事業費で言うと 300

億円以上かかる、清水庁舎は 160 億円ぐらい、海洋文化施設も 169 億円プラス

アルファがかかる、市長就任以降、海洋は、前市長のときでしたけれど、様々な大

型事業の計画が進んでいます。 

今おっしゃったように、財政規律との両立というところが腕の見せ所かなと思うの

ですが、市長のお作りになった先日の市政説明会、議会向けの市政説明会の資料

によると、将来の所得や雇用を生む投資であれば、単年度収支にとらわれすぎず

に市債を活用すべきだとも書いています。 

一方で、金利も上がっている状況でして、今年度の市の想定金利も昨年度よりも

3.2％と上げています。そんな背景も踏まえた上で、市債発行について大型事業に

対する市長のお考えをお願いします。 

 

◆市長 

はい。まず予算と言いますか、ある事業をやるときに総額というのも非常に大事で

すけれども、その財源をどうするかというのが非常に大事になってきます。例えば

アリーナですけれど、今日はちょっと資料を用意していませんが、アリーナについ

ては今の計画ですと、一般財源は投入しない予定で、それは、寄附金だとか市債で、

債券で借り受けてやるということです。 

それはどういうことかと言うと、投資案件と言っていますけれども、お金を借りて

事業をやって、企業も同じですけれども、自己資金だけでやるわけではなくて、い

ろんなところから資金調達をして、それに見合う分だけの利益が得られるかどう

かというのを判断しながら事業を進めていくということです。 

したがって、アリーナは完全に投資案件で、かけた費用に対して将来に収入、いわ

ゆるリターンがちゃんと返ってくるかというところの見極めが大事ということにな

ります。そういった点で、一般財源を投入しないで、借金をして、それで毎年、ある

いはどういう投資効果が出るかということをしっかり見ながらやるということが

まず一つです。 

もうひとつ大事なことは、先ほど財源の中身と言いましたけれども、同じ借金をし

ても、交付税措置のあるものとないものがあるわけで、交付税措置というのは国

から財源が来る、元本の償還金と利子に対して国からの交付金が来る、支援があ

るものかどうかですけれど、そういうものを全部見ていって、有利なものを活用し
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ていくということをやると、後々清水庁舎の費用負担の問題が出てきますけれど、

新設するとものすごく有利になるわけです。だから、そうやって総額を見るのでは

なくて、将来の負担をどう下げていけるのかというところをしっかり見ていくこと

が大事、よい財源を使って実質的な市の負担を減らすというところをしっかり見

ていくのが大事かなと思っています。 

全部お答えしましたか、なにか足りなかったですか。 

 

◆中日新聞 

そしたら、投資案件という話題が今出ましたけれども、アリーナは投資案件だと。

そうすると、これから発表するスタジアムだとか清水庁舎は投資案件という認識で

よいのか、お願いします。 

 

◆市長 

はい。庁舎自身は投資にはならないと思います。市民サービスをするための必要

な建物ということなので、そこは投資にならないのですけれど、それだけに終わら

ないで、合築をすることによって、そこでオフィスであるとか、そういったものが進

出してきて、それが地域経済の活性化になるわけです。そこで雇用と所得が生まれ

る、税収も生まれるということで、そういう面で考えるということです。 

したがって、投資というときに大事なことは、公共投資のリターンだけで考えなく

て、公共投資を機会にして、いかに民間投資を誘発していくか、これが大事だと思

っています。 

アリーナも同じで、アリーナは市が300億円用意しますが、それに対して民間投資

がいっぱい入ってくるわけです。さらに、運営することによって、また収益が得て

こられるというところで、利益が市に返ってくる、市社会全体に経済効果として返

ってくるというところ、それをしっかり見るということが大事だと思っています。 

したがって、後ほど ENEOS さんの用地もありますが、ENEOS の用地について

も、土地造成についても、投資ということでご説明しますし、それから清水庁舎も、

またそこでご説明したいと思います。 

 

◆中日新聞 

はい。ひとまず、ありがとうございました。 

 

◆司会 

はい、静岡新聞さん、お願いいたします。 

 

 



- 27 - 

 

◆静岡新聞 

静岡新聞です。よろしくお願いします。今、積極投資財政というお話があったので

すけれども、アリーナを見てみると、全国的には建設ラッシュが続いていて、そのう

ちの一つが、今回の東静岡アリーナになるかと思うのですが、そういった建設ラッ

シュの中で、地域活性化の期待は集まる一方で、地域間のイベントの奪い合いであ

ったりだとか、公費負担の増加の懸念もつきまとうかと思うのですが、難波さんが

見る東静岡アリーナの勝ち筋というのは、どのように見ていらっしゃいますか。 

 

◆市長 

まず、私が勝ち筋があると言っても、ほとんど説得力がないと思います。また、ど

うせアリーナをやりたいから言っているのだろうみたい話になるわけです。一番大

事なのは、応募してくれる人がいるかどうかです。つまり、この事業は静岡市が最

初 300 億円投資しますが、それに対して運営権をいくらか出していただけるか、

建設費に上乗せしてより高い施設をつくってもらえるかというところで変わって

きますけれど、少なくともそこで投資があるわけです。運営権を出すということは、

企業にとっては投資ですし、それから施設に上乗せしてより質の高い施設にすると

いうのは、これも投資なわけです。 

今度は、その後、運営をします。運営費を市は一切出しませんから、その運営だけ

でアリーナに応募してくれた人は成り立たないといけないです。もし成り立たなか

ったら、応募しないわけです。赤字になるような事業で応募はしてきません。これ

だけの黒があると思う、黒字が出るからということで、それで通常は会社単体では

なくて、チームを作っていろんな会社にも参画していただいて、チームでやってい

くわけで、コンソーシアムみたいな形でやっていくわけです。そうすると、それに参

加した全ての方々が、これに投資をしてちゃんと収益が得られるかどうか、リター

ンがあるかどうかを見極めないと参加しないわけです。企業経営でやっているわ

けですから。 

ということは応募をする人がいるということは、つまりこの事業は儲かるというこ

とです。ですから、勝ち筋かどうかと言われると、民間事業者が勝てると思ってい

るから、ここに参入してくるわけです。だから、それが勝てる、勝ち筋があるという

ことです。 

それ以外に、私はいくらでも勝ち筋があるということは説明しますけれど、おそら

くあまり支持されないと思いますから、とにかく、もうすぐ発表になりますので、そ

の内容を見ていただいて、応募者がどういう勝ち筋を見ているのかというのが理

解いただけるのではないかなと思います。 
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◆静岡新聞 

ありがとうございます。これまでも難波さんおっしゃっているかと思うのですが、

アリーナの、あそこの強みとしては、駅近の立地だったりということがあると思う

のですが、全国のアリーナと比べたときに、選ばれる施設として、改めてどういう

あたりが強みになるのか教えてください。 

 

◆市長 

まず立地です。新幹線の駅を降りて3分のところにアリーナがあります。ＪＲ東海道

線で 3 分です。逆に言うと、東京駅を降りて、新橋のところに大アリーナがあるの

と一緒なわけです。そんなところは全国、まずありません。だから、何が勝ち筋かと

言うと、そこが一番の勝ち筋です。しかも、街に近いというのもありますけれど、と

にかく勝ち筋は、交通の便です。 

しかも、関東圏と中部圏、東京と名古屋の間にあるというところで、例えば、コンサ

ート需要ですけれども、東京でチケットを取れなかった人がここに来る、名古屋公

演のチケットが取れなかった人がここに来る、交通の便を考えていただけると、新

幹線で 1 時間で来れて、2 分、3 分で行けるところですから、交通上の問題はほと

んどないわけです。だから、そういう面でも巨大経済圏の間にあるということも、

ものすごい強みです。 

さらに言うと、アリーナは、ある種、一定規模の年になると標準装備になります。つ

まり、なかったら勝負できないというところです。つまり、静岡市はアリーナもない

まちということになるわけです。それは、市の魅力としては非常に低い、問題にな

ると思います。ですから、共倒れになるのではないかなという心配よりも、やらな

かったら市から所得と雇用が流出する、そちらの心配をしないといけないです。 

その中で、勝ち筋、勝たなくてもいいですけれど、しっかりとした競争力を持って、

アリーナにして雇用と所得を生み出す、これが一番大事だと思っています。 

 

◆静岡新聞 

ありがとうございました。 

 

◆司会 

はい。その他、いかがでしょうか。はい、SBS さん、お願いいたします。 

 

◆SBS 

SBS です。たびたびすみません。人口減少に関連してなんですけれども、静岡市の

出生率、政令市ワースト 2 位というデータもあると思うのですが、今回、子育て支

援の充実に力を入れていらっしゃると思うのですけれど、出生率の低下や人口減
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少に歯止めをかけるために、今回の予算編成に期待していることだったりですと

か、今回の予算がどのくらいそれに寄与するとお考えでしょうか。 

 

◆市長 

はい。ありがとうございます。出生率の上昇のためには、ありとあらゆることをや

らないといけないというのが実態です。静岡市の出生率がなぜ低いのかというと

ころですけれども、よく合計特殊出生率を問題にしますけれども、日本全体の人口

減少がこれだけ厳しくなっているのは、合計特殊出生率が低いから、1 人の女性が

一生の間にもうける子どもの数が減っているから、日本全体の人口は減ってくる

わけです。単純に2 以下になると減るわけですよね。普通に考えると。 

それで、さらに言うと、出生率が極めて低い 1 を下回るような東京圏に若い人が

流出するから、東京圏の低い合計特殊出生率で、全国の子どもの数はますます減

るわけですよ。静岡であるとか、東京圏以外のところだと合計特殊出生率が高い

ので、そこにとどまっていれば、高い合計出生率で推移するわけですけれど、全人

口×合計特殊出生率ですから。ところが、非常に多くの方が、若い方々が東京圏に

行くものだから、そこの合計特殊出生率が低いところで、ますます日本の人口減少

を加速させているわけです。 

だから、合計特殊出生率を上げる政策は必要ですが、日本全体で言うとですよ。合

計特殊出生率を上げる政策は必要ですけれど、併せて東京圏に流出していく、東

京圏に流入するということを防がないと、全体の人口は増えないということです。 

出生数は増えないということです。そこをしっかりとまず見ていくということです。 

ところが、地域においては、合計特殊出生率ではない構造があって、静岡市が何で

これだけ出生率が低いかというと、合計特殊出生率は政令市の中で真ん中、中位

あたりになっています。ところが、出生率はほぼ最下位です。最近、北九州が頑張

っているので、ちょっと負けてきているのではないかな、最下位に落ちているので

はないかなというような状況になっていますが、それは北九州市も静岡市もなぜ、

北九州市も合計特殊出生率は低くないです。ところが出生率は、静岡市と北九州

市低いです。 

それなぜかというと、若い人がいないからです。その若い人が流出するので、いく

ら合計特殊出生率が高くても、掛け算するところの総数×合計特殊出生率、子ども

をもうける世代の人数×合計特殊出生率で出生数が決まるので、子どもをもうけ

る世代の人数が少なかったら、いくら合計特殊出生率が高くても出生数は増えな

い、出生率は高まらないわけです。 

静岡は、若い年代層が雇用と所得の関係で相当数流出してしまったので、今、若い

人の人数が非常に少ないわけです。例えばですけれども、15 歳から 64 歳までを

生産年齢人口と言いますけれども、生産年齢人口は、政令市の中で北九州市と静
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岡市が突出して低いです。つまり、この二つのまちは、若い層の人数が少ないわけ

です。ですから、合計特殊出生率が高くても出生率が低くなってしまうということ

ですね。 

だから、そこをしっかり見ていく。だから、静岡市は合計特殊出生率を上げる政策

をとっても、将来の出生数はほとんど減りません。浜松市は、合計特殊出生率が静

岡市より高いし、静岡県平均よりも高いのですけれども、仮に静岡市の合計特殊

出生率を浜松市並みに上げたとして、2050 年の人口は 6,000 人しか増えませ

ん。49.5 万人に対して 50 万人ぐらい、5,000 人から 6,000 人が増えないと

いうことです。だから、合計特殊出生率を上げる政策をいくらとっても、将来人口

はほとんど変わらない。それはなぜかというと、若い年代層がごっそり出ていって

しまっているからです。 

だから、ここで今、静岡市がやらないといけないのは、合計特殊出生率を上げる政

策とともに、出生率を上げる政策、出生率を上げる政策は何かというと、さきほど

の掛け算のところの元となる若い年代層を増やすということをやらないと、人口

減少には効かないということです。だから、しつこく若い人たちの雇用と所得を創

出するということをしっかりやらないと、このまちの人口は非常に厳しいことにな

る。だから、積極投資をして、もっと若い人たちがここで仕事をして暮らせるよう

なまちにしていきましょうと言っているということです。 

併せて、子育て・教育環境というのがしっかりしていないと、雇用だけでは残って

もらえないわけです。ですから、ありとあらゆることをやらないといけないという

のは、雇用と所得を創出するいうことで、それはしっかりとした費用の基盤ができ

るわけです。それとともに、子育て・教育環境は充実させるということです。 

あまり長く喋るといけないですけれど、聞かれたので、どうしてもこれは強く言わ

ないといけないのですけれど、一時的な給付は効きません。合計特殊出生率を上

げるために。それはデータとしても出ています。それはなぜかというと、子どもひ

とり、例えば大学まで進学すると、2,000万とか3,000万円かかるわけです。つ

まり、ひとり子どもが増えると、中・長期、これから 20 年の間に 2,000 万から

3,000 万、負担が来るわけです。それに対して、単年度で 5 万円とか 10 万円の

給付をしても効かないです。将来のものに対しては。それは見透かされているわけ

です。ですから、そこの部分で給付することによって、将来の人口減少対策にはな

らないです。ただ、今困っている人のために給付は大事なので、給付はしないとい

けないです。だから給付はしますけれど、それが出生数を上げることには繋がらな

いということです。 

やるのだったら恒久的なことをやらないといけない。例えば給食費の無償化とい

うのは恒久的なことになるので、そういうのは、やはり気持ちとして変わりますよ

ね。ですから、単年度の給付、それは本当に困っているときに届けるために大事で
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すけれど、そうではなくて抜本的な改善をしていくのが大事です。 

もう一回繰り返しなりますけれど、雇用と所得というのは、中・長期的な収入にな

りますからね。つまり雇用と所得が上がれば、子どもを、もう一人もうけたときに

2,000万円、3,000万円かかっても何とかやっていけるかなと思うと、やれるわ

けではないですか。したがって、やはり子育て・教育環境を整えるだけではなくて、

所得と雇用をしっかり作るということを、そのまちでやっていかないと、なかなか

そのまちに人が残ってもらえないと思います。 

すみません、聞かれてないのに長くしゃべってしまいました。 

 

◆SBS 

ありがとうございました。 

 

◆司会 

では、ご質問、はい、静岡新聞さん、お願いいたします。 

 

◆静岡新聞 

すみません。他にも発表項目がある中で申し訳ないのですけれども、一点だけ、予

算のことではないのですけれども、今回の組織改編に関連しまして、条例の改正で

すとか、事務分掌条例の改正で、男女共同参画という文言が全件に統括されるで

すとか、男女共同参画人権政策課が社会的包摂推進課になるというような話があ

る中で、市民団体の中からは、男女共同参画の取り組みが後退するのではないか

というような懸念も出ております。 

先ほど人口減少などの話もありましたけれども、ジェンダーギャップの解消という

のは、そういった経済とか労働雇用とか子育て支援、全ての分野に関わる重要な

ことかなとは思うのですけれども、今回の総合計画の中でも個別分野としてジェ

ンダー平等というのを掲げていらっしゃるのですが、今後、部局横断的に、一つの

課だけではなくて、部局横断的にジェンダーギャップの解消ですとか、男女共同参

画をどのように取り組まれていかれるのか、推進体制の確保ですとか、そのあたり

についてのお考えをお聞かせください。 

 

◆市長 

はい。まず、男女共同参画についてですけれど、組織名称から課がなくなりますけ

れども、係は残しますし、それから人数も変わりませんので、そこで男女共同参画

に対する取り組みが変化することはないと思います。ご指摘の通り、静岡県、ある

いは静岡市もよくデータで出てきますけれども、ジェンダーギャップが非常に大き

いというところです。まず意識の問題、それから、つい先日は男女の所得差も出ま
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したけれど、これもほぼ静岡県はワースト 1 とか 2 とか、そのレベルになってしま

っているわけです。東海地区でだったと思いますけれど。 

そういった点で、男女共同参画、あるいはジェンダーギャップのことをしっかり取

り組まないと、良いまちにならないわけです。だから、そこは課の名前を変えるこ

とによって、その部分が後退することは決してあってはいけないと思っています。 

その一方で、全体を大括りにするということですので、社会的包摂であったり、や

はり人権のところというのは、男女共同参画もその中の一つになりますので、名前

を大括りにしたというだけですので、取り組みに変化はありませんし、むしろ加速

していかないといけない、加速ではなくて、もっと強化していかないといけない、

男女共同参画については、もっと強化していかないといけない分野だと思ってい

ます。 

 

◆静岡新聞 

ありがとうございます。部局横断的に、しっかり推進していくという考えはあると

いうことでよろしいですか。 

 

◆市長 

そうですね。部局横断的ですね、はい。 

 

◆静岡新聞 

ありがとうございます。 

 

◆司会 

はい。それでは、3 件目までのご質問は以上ということでよろしいでしょうか。 

では、4件目にいきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

◆市長 

まず、新清水庁舎の建設基本計画ですけれども、清水駅があって、こちらが海側、

今、フェリーの乗り場がありますけれども、河岸の市がある、マリナートがあるとい

うところですけれど、ここにある東口広場に移転することにしました。基本計画案

ではなくて、基本計画として決定いたしました。 

それで、整備の方針ということですけれども、次世代型の庁舎にします。JR清水駅

に直結して様々なサービスがワンストップで完結する次世代型の庁舎にしますと

いうことです。全く新しい庁舎になりますので、全く新しいシステムを導入できる

ということです。したがって、例えば、今、葵区役所に行くと看板がずっとかかって

いて、住民票とかいろいろありますけれど、ああいう状態が全てなくなると思って
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いただければいいと思います。ワンストップですので、全ての手続きがそこの窓口

に行って、手続きができるというところです。 

ですから、番号を取ってとかそういう形ではなくて、番号は取るかもしれませんが、

そういう形ではなくて、ここに書いていますけれど、まずは電子申請を受理して来

なくてもよい、来ても迷わない、待たせない、いろんなところを回らなくてよいと

いう、本当に次世代型のオフィスにしていきたい、庁舎にしていきます。 

それから、もうひとつは、緊急避難場所として清水庁舎と駐車場を、西口ですけれ

ど整備して、駅周辺の防災力を高めます。ここは津波の浸水域に入っているという

ことで皆さん心配されていますが、津波浸水域であるからこそ、そこにしっかりと

した避難場所がないといけないということになります。 

このため、後で構造を述べますけれども、避難場所になるよう、あるいはその後の

災害対応拠点になるようなところにしていくということになります。そのためです

けれども、まず、これが新しい庁舎、JR東海道線があって清水駅、ここにデッキが、

ペデストリアンデッキ、歩道橋がありますけれども、ここに整備をいたしますが、こ

の辺り避難ビルがほとんどないんです。今、さくら病院が避難ビルになっています

けど、この辺りに非常に多くの方が滞留されていますから、いざ避難というときに

なるとデッキに上って、庁舎に入るということになります。 

それから、どうしても津波はこちらから来ます。清水の場合は、こちらからも来るの

ですけれども、東口から西口に繋げるように、ここにペデストリアンデッキと駐車

場を作ります。これによって、東口と西口一体となって、こういう災害対応ができ

るような状態にいたします。 

それからもうひとつは、庁舎としては 6 階分ぐらいあればいいわけですけど、これ

に民間施設に入っていただいて合築とする形にします。公民連携と言っています

けれども、ＰＰＰの手法、ちょっとＰＰＰはやめます。省略しますが、公民連携で、この

上には民間施設に入ってもらう、建物自身はＰＦＩで民間事業者に建設していただ

くという形になります。 

整備の仕方ですけれども、まず土地、底地は静岡市が所有をしています。建設段階

ですと、定期借地権を民間事業者に設定します。民間機能と庁舎機能を合わせた

段階で、建物を建てていただきます。完成した後は、ここは定期借地権はもちろん

残りますけれども、庁舎機能分は静岡市が買い取ります。民間機能分は民間事業

者が所有するという形になります。全国でこういう形の合築型の庁舎というのは

増えてきていますが、その一つということになります。はい、次、お願いします。 

低層階、だいたい、ここは 39,000平方メートルぐらいの床面積が取れそうです。 

ちょっと細かい説明を省略しますが、静岡市は 12,500 平方メートルプラスここ

のピロティ部分を持てば十分な機能ですので、そうすると、低層階の部分に庁舎が

入ることになります。あとは、こういうところで買い物ができるところが必要です
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ので、ペデストリアンデッキに面したところは商業施設も入るという形になります。 

中間部分は民間施設、そして上はホテル等は考えますが、こちらも民間という形に

なります。 

耐震性ですけれど、まず災害対応ですけれど、地下フロアを設けませんので、さく

ら病院と同じような形態と思っていただければよいと思います。ここは、津波浸水

域にありますけれども、Ｌ1 という 100 年に 1 回ぐらいの津波に対しては、50 セ

ンチから 60 センチの浸水深と想定されていますので、それよりも嵩上げをします。 

それから、Ｌ2 を 1,000 年に 1 回、その中でも、本当の最大規模に対しては、この

ピロティ、1 階部分は何もありませんから、そこで浸水害は免れるということにな

ります。 

建設費ですけれども、概算事業費は約 160 億円になる、清水庁舎の新築と、それ

から設計工事監理費、追加整備、これは駐車場整備とか公園整備になりますが、解

体工事となりますが、あわせて約 160 億円、それから庁舎は 12,500 平方メート

ルと言いましたが、今の清水庁舎は 23,000 平方メートルあります。その半分ぐ

らいに減らすということになりますけれども、その関係で一部部局については、市

が別に用意する場所に移ってもらいますので、そうすると、その分散先の改修費と

かそういったものも入ってきます。これらを入れると 172 億円になりますけれど

も、そのうち、いろんな交付金、緊急防災減災事業費とか、交付金を使って、あとは

民間と合築するので定期借地権料が入ってきますし、固定資産税も入ってきます

から、そうすると実質的な負担は81.2 億円ということになります。 

これは、よくライフサイクルコストと言っていますけれども、一年あたりいくらかか

るかが大事ですので、庁舎は 65 年ということで使うつもりでつくりますので、そ

うすると毎年 1.25 億円ということになります。非常に優位な、金額は結構かかり

ますけど、相当かかりますけれども、実質的な負担額は非常に減るというのが特徴

になります。 

現庁舎を改修した場合、こちらはこういう事業債であるとか、交付金とかはほとん

ど入ってきませんので、ほとんどが市の一般財源と一般的な市債、交付税措置の

ない借り入れをしていく必要があるので、この金額、こんな有利にはならないわけ

ですので、こういったことで、とにかく事業費そのものもありますけれども、こうい

った財源を工夫することによって、いかに費用を下げるのかが大事だと思ってい

ます。 

スケジュールですけれども、これで基本計画を決定しますので、ここで来年度予算

が認められれば、2026 年には事業者を公募して選定して、2027 年から事業契

約をする。設計・施工一括方式を採用しますので、この時点、事業契約をしたら、設

計が始まるという形になると思います。 

2030 年度末に引越し、おそらく 2031 年の連休ぐらいのときに引越しをすると
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いうぐらいのイメージで、5月のゴールデンウィーク、そのときぐらいに引越しをす

るくらいのスケジュールで整備していきたいと思っています。 

ちょっとイメージ図を見ていただいた方がよいと思います。まず庁舎ですけれど、

庁舎の 1 階です。さきほど言いましたように、少し嵩上げをします。これを見てい

ただくと、ちょっと分かりにくいかもしれないけれど、ちょっと上がっています。だ

から、5、60 センチ、こちらから上げた形になっています。ピロティということで、

こういう柱が入っています。ちょっとこの柱は細すぎると思うので、本当はもうち

ょっと太くなると思いますけれども、1 階部分はこういう柱ということになると思

います。 

それから、ここに新交通システムが入ってきます。これは、日の出といいますか、ド

リームプラザとかクルーズ船がついている日の出埠頭、あちらと結ぶ形になると

思います。ここに昔の電車の軌道が残っていて、今、自転車道だったり歩道になっ

ていますが、その辺りも活用しながら、ここは今の歩道のところを活用しますが、こ

ういったものの導入をしていって、交通の確保もしていきたいと思っています。 

こんなイメージになっていますけれど、これから自動運転とかは急速に進んでいき

ますから、こうやって場所だけ確保していれば、新しいシステムが導入されれば、そ

れで自動運転で、こういう小型のモビリティ、小型の箱が自動で動いていくような

システムが、ここで実現できると思っています。次、お願いします。 

ちょっと場所の全体イメージ、を先に言った方がよいと思うのですけれども、まず

駅があって歩道橋があって、これを通ってマリナートに行く、河岸の市に行ける、こ

う通ってさくら病院に行く、こういうルートになっていますが、ここに庁舎を作って、

これから直結するということになります。事実上、駅直結の建物ということになり

ます。 

もうひとつ、今ここは広場として使っていますが、この広場をこちらに移して、こち

らにちょっと狭くなりますが、まず暫定的に、ここに広場を作って、ここに交通機能

を入れるという形にあります。 

それからもう一つは、防災性の問題と利便性の両方の面で、やはりここに、駅の西

口に駐車場があった方がよいと思っています。例えば、何か津波の避難が起きた

ときに、ここからここに上がってきますけれども、その後、下が浸水しているときに

は、こちらが海側ですから、こちらの方が浸水が厳しいので、こちらに渡っていけ

るようにしておくのは大事だと思っています。 

ここに道路がありますけれど、災害が起きたとき、津波等が起きたときの災害時の

最優先緊急啓開道路、啓開というのは開くということですけれど、交通が通れるよ

うにする道路ですので、ここが一番最初に、清水のこの辺りでは、通れる道路にな

るということになります。 

したがって、それにほぼ面している形でこう繋いでやれば、災害時の安心も高まる
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ということになります。 

これは後ほど出てきますけれど、こちらからこちらのＥＮＥＯＳさんの用地に行ける

ようなペデストリアンデッキを作る必要があると思っています。駐車場ですけれど

も、これAIで作っているので、ちょっと変なところにいっぱいあって、なかなかAI

が言うことを聞いてくれないようなので、ちょっと変なところはないことはないん

ですけれど、イメージとしてはこんな感じになります。ここに今の駅舎がありますの

で、清水駅舎がありますので、こちらから見たときに、ここはもう見えるようにした

いと思っています。こちら側に駐車場を配置して、駐車場に駅から直結できるよう

にするということです。 

したがって、これが新しい建物になりますけれど、ここに行きたい人は、ここに来て

ここに駐車をしてこの上のデッキを通っていくということです。あるいはこちら側

に、この辺りに駐車場がありますから、こちらの駐車場を利用するか、ここを利用

するかです。そういうことになります。 

もうひとつ防潮堤イメージとしては、この辺りがホテルと言っていましたけれども、

眺望としては富士山が見えて駿河湾が見えて、ここに三保松原が見えるというこ

とになりますから、非常に良い眺望の場所になりますので、ホテルになるかどうか

は別にして、眺望は素晴らしい場所になると思います。こういうところに小さな公

園でも作ってやると、外で風景が楽しめるということになります。 

それから防潮堤。津波が心配だということですけれども、ここに防潮堤を、県が今、

設計しているところですので、まもなく整備が始まると思います。ここは河岸の市

のところです。その前にこういう防潮堤を作っていきますので、ここは陸閘という

ガラガラと閉まるようなものになるので、これですと、L1 という、100 年に 1 回

の津波ですと、せいぜい高くても 1ｍ、2ｍの津波ということになりますから、この

高さで十分耐えられるので、L1 の津波に対しては、こちら側の浸水はあまり心配

する必要はないと思っています。これも、庁舎ができる頃には完成してくれるとい

う見込みでいます。フェリーがここに止まっています。 

はい、こんな状況になります。はい、あと何か図面ありましたか。はい、庁舎につい

ては以上です。 

それから先に、清水庁舎の方がよいですか。ＥＮＥＯＳさんというか、あちらはかな

り長いので。 

 

◆司会 

では、清水庁舎に関するご質問を先にお受けをしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。先に、テレビ静岡さん、お願いいたします。 
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◆テレビ静岡 

お願いします。ちょっと、1個普通に興味というか気になったんですけれど、4番の

複合施設の目指す姿のところで、下の方の民間事業者と合築する機能については、

専門店やスーパーなどみたいな、専門店から書かれているというのは、何か意味

があるのか、どんな専門店をちょっと予想されているのかなというところを伺い

たいです。 

 

◆市長 

これはちょっと直し間違いです。物産とか、食品スーパー、そういったものは可能

性が非常に高いと思います。あそこの辺り、あまりそういう買い物をしっかりする

場所がないので、そういったものはここにあると、ちょうど駅帰りにここで買って

いくということができますので、そういった面では便利だと思います。あまり順番

は気にしないでください。はい。 

それから、ちょっと申し上げました、この民間のところは、例えば、こども園である

とか、福祉系の施設も入れられたらなと思っています。というのは、やはりバスで

来て、子どもと一緒にバスで来て、ここに預けて、それでそのまま仕事に行く、ＪＲ

に乗って仕事に行くというようなこともできますので、帰りもちょうどここでお迎

えをして、またバスで帰るというところですので、そういった面で非常に便利の良

い場所になると思いますので、そういったもの、あるいは医療系のもの、書いてい

ませんけれど、クリニック的なものもここにある、何でも、ここに来るとだいたいの

ことはできるなというような場所になるのではないかなと思っています。 

 

◆司会 

はい。その他、いかがでしょうか。はい、静岡第一テレビさん、お願いいたします。 

 

◆静岡第一テレビ 

静岡第一テレビです。その話に付随してなんですけれども、何かこう合築するとい

うことで、参考になりうるというか、ベースとして何かイメージを進めていく上で、

何か参考にされた庁舎とかというのは、ございますか。 

 

◆市長 

今結構増えているのですけれど、私が一番思っていた、早いのは豊島区役所では

ないかなと思います。東京の豊島区役所が、区役所機能とマンションだったと思い

ますけれど、合築にしています。それから、神戸の三宮、三宮駅のところで、神戸市

役所とそれから民間の合築で、今、作っていると思いますけれども、そういったと

ころが考えられます。今、結構増えています。何か事例があれば、いいですか。はい。
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結構、全国いろいろ出てきています。 

 

◆静岡第一テレビ 

加えてなのですけれども、6 番のところに区役所機能を主とする市民サービス機

能以外の組織については、既存施設への分散配置を検討とありますが、これにつ

いては具体的にどういった施設を想定されておりますか。 

 

◆市長 

はい。今、区役所機能と経済局と教育委員会が入っていますので、経済局と教育委

員会のどちらかをこちらに置いて、どちらかを外に出す、近くにいろんな市の所有

施設があるので、そちらに入れるのがよいかなと思っています。 

それからもうひとつ、道路とか下水の部局がありますけれども、それについては現

場対応が必要ですので、ここですと駐車場側が課題だったり、あるいは津波だとか

そういうことになったとき車両が出られなくなる可能性はあるので、そうすると津

波浸水域ではないような場所、災害上、非常に強い場所に、今いくつか市が買おう

としている場所があるので、既存施設で非常に安く提供していただけるところを

今、確保していますので、そういったところに分散配置をするという計画にしてい

ます。ちょっと、どちらにするかはまだ決めていません。 

 

◆静岡第一テレビ 

ありがとうございます。 

 

◆司会 

その他、いかがでしょうか。では、清水庁舎については以上とさせていただきます。

では、市長、引き続き… 

 

◆市長 

すみません、ちょっと喉が渇いたので、喉飴をなめさせていただきたいと思います。 

はい、それでは、清水駅東口エリアの土地利活用方針ですけれども、全体を、一部

は土地区画整理事業の実施と土地利活用ということで、これは下の用地造成です。 

その後、いわゆる上物です。上をどう使っていくかという話をいたしますが、第一

部はまずは下物という土地造成についてのお話です。 

経緯ですけれども、しつこいようですけれど、このENEOS社所有の清水製油所跡

地、地域づくりエリアと言っていますが、これは静岡市の将来のために有効活用す

べき土地だと思います。ただ、長年、高度利用がされていないという課題がありま

した。そのために、土地を利活用できる状態にするということが一番大事、上に何
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を作るかどうかという問題の先に、あんな一等地の良い場所を今の状態に置いて

おくのではなくて、もっともっと高度利用できる状態に変える用地造成が必要で

す。用地造成を行って、14ヘクタールあるので、そこに民間投資を得て土地を有効

活用すると、静岡市にとっては大きな経済社会効果が得られます。それは清水駅

の東口だけに限らず、静岡市全体のためにも経済社会効果が期待できると思いま

す。用地造成の手法としては、土地区画整理上は適していますが、これはまた後ほ

ど説明します。 

では、何で今まで用地造成が進んでいなかったかということですけれども、この用

地造成事業による静岡市内で大きな経済効果が発生すると言いましたが、ＥＮＥＯ

Ｓ社にとっては、それは外部経済効果というものになります。外部経済効果という

のは、自分の中の収入にできないということです。あの土地を活用して、いくら静

岡市内の経済が活性化したとしても、その分を、その利益は静岡市にとってはもの

すごいありがたい利益ですけれど、ENEOS 社は自分の収益にできないのです。

これについては、後で図を用いてしっかりご説明します。 

ですので、ENEOS社はこの事業をやっても、大きな経済効果を自分の収益として

内部化できないわけです。その一方で、ENEOS 社で土地区画整理事業、用地造

成事業をやった場合に、事業リスクが非常に大きくなります。14 ヘクタールある土

地を、タンクを取っていろんな対策をしながら使える状態にしたときに、売れ残っ

たら、それは丸々事業リスクと言いますか、損失になるわけです。したがって、用地

造成にものすごくお金がかかる割には、ENEOS 社にとっては大きな利益が得ら

れないということになります。したがって、ENEOS 社単独による事業実施の実現

性が低いということです。それが ENEOS 社が今まであの状態にしていた理由だ

と思います。 

したがって、誰が利益を得るのですかと言うと、それは静岡市なわけです。静岡市

民と言ってもよいかもしれませんが、あの場所が有効活用できるようになれば、必

ず市内全体で経済活性効果が発生するので、それを期待している静岡市が

ENEOS社から用地の一部を取得して、それで事業リスクを分担するということで

す。それで土地区画整理事業に参加するということです。これが土地を動かすこと

の一番の要点になります。これについては、もうすでに発表しましたが、昨年の 8

月に、ENEOS社と合意しました。 

その後、今までいろいろ検討してきたわけですけれども、ちょっとここには書いて

いませんが、2月16日までに、両者、ENEOS社と市で合意しましたので、具体的

な土地を取得する、静岡市が土地を取得して、土地区画整理事業に参画すること

にしました。 

合意内容ですけれども、静岡市はENEOS社所有の地域づくり144,000平方メ

ートルのうち東側、右側の土地、78,598 平方メートルを 41．5 億円で購入しま
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す。静岡市はENEOS社と共同して、土地区画整理事業、組合施行というのを行い

ます。 

これによる投資効果ですけれども、まず静岡市は ENEOS 社から土地を購入して

区画整理事業に参加しますが、これまで静岡市は、低利用だった東口の ENEOS

社用地をまちづくりのために有効活用できるわけです。これが非常に大きな効果

になります。この土地を民間投資を得ながら利活用することで、清水駅周辺のまち

づくりも相まって、これは先ほどの庁舎ですけれど、これと相まって、静岡市全体

で大きな経済社会効果が発生します。 

このときに、この事業に参加するための市の負担額ですけれど、これは後ほど細か

く説明しますが、80．5 億円になります。それに対して、静岡市が得る資産価値の

上昇ですけれど、これは最終的には 113 億円になると試算しています。よって、こ

れだけ静岡市は 32.5 億円の資産価値の上昇を得る、直接利益を得ることができ

ます。したがって、上物利用がどうなるかの問題ではなくて、この下物の土地造成

事業でも、静岡市は利益を得られるということになります。 

ただし、売れ残りリスクがあります。これもちょっと後ほどしっかりご説明しますが、

売れ残りリスクは、11．5 億円というのは最大残ります。それを差し引くと、32.5

－11.5 億円ですので、そうすると、少なくとも、21 億円の事業に参加する利益は

得られるということになります。 

ごめんなさい、逆です。ごめんなさい、間違えました。事業リスクは、保留地が売却

できないときに 21 億円の引き取り額が出てきます。これはちょっと詳しく説明し

ます。仮に21億円売れ残ったとしても、静岡市は32.5億円の資産価値上昇の利

益を得ていますので、差し引き 11．5 億円の効果が得られるということになりま

す。 

しつこく、投資、投資と言っていますけれども、結局この事業も静岡市にとっては

投資事業ということになります。儲かるということです。はい、次お願いします。 

背景はちょっと除きますが、清水駅があって、この前に 14.4 ヘクタールの土地が

あるということになります。これを地域づくりエリアと呼んでいます。 

これに、静岡市がさきほど言ったような投資をする価値があるかどうかというこ

とのご説明をします。まず経緯ですけれども、2021 年 7 月に静岡市と ENEOS

社で、まずは基本合意書が交わされています。ここを地域づくりにやっていきまし

ょうということと、次世代エネルギープラットフォームですね、ちょっとこのあたり

の経緯は全部省略いたします。 

それで、これは基本合意書でしたので、本当にどういうやり方でやるのですかとい

うところを決めないといけないので、これは昨年の8月ですけれども、新しい合意

書を作って、これは具体的な事業に関することですけれども、これで二つ決めまし

た。この 2025 年 8 月の合意書の要点は、土地開発手法は土地区画整理事業組
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合施行を前提として検討するということと、この地域づくりエリアの土地の一部を

静岡市が取得することを検討するということです。両方とも検討するになっていま

すが、その後、これについて ENEOS 社といろんな協議を重ねました。具体的に言

うと、どの場所の土地を、どの場所で、どれだけの面積の土地をいくらで買うのか

というのが一番課題になります。 

それで、いろんなことをやりましたが、これで ENEOS 社と合意することになりま

した。この図を見ていただくとわかると思うのですけれど、最初の利益がどう発生

するかということを、ちょっとこの図でご説明したいと思います。ここの事業をや

るときに、この事業は土地造成事業です。いわゆる下物事業という土地区画整理

事業になります。ここで用地が出てきます。市がこの事業に参加しますので、土地

を買って参加しますので、この土地区画整理事業を行った後は、ENEOS社所有地

と市の所有地、それから公共施設の道路・公園、そして保留地と言って組合が売っ

て、収支をトントンにするというものですが、これが出てきます。 

もうひとつは、こちらの都市施設の整備運営というのがあります。上物事業と言い

ますけれども、そうするとこの事業を使って、土地を使って、土地利用者が収益を

上げていく事業をやっていきます。あるいは社会的便益がある事業をやっていく

ことになると思います。これを見ていただくとわかるように、ここでこういう大き

な投資が、下物事業をやること、土地造成事業をやることによって、ここで民間投

資も入ってきて大きな経済効果がまずこの地区で発生します。地域づくりエリア全

体の有効活用による経済効果と所得創出効果というのがここで出てきます。 

これは、こちらに波及をしていきます。これは、清水駅周辺のまちづくりですけれど

も、清水駅と東口で両方でいろんなことをやっていきますので、ここでこれとの一

体的なところでまちが活性化します。この影響というのは、当然、静岡市全体のま

ちづくりに波及していくという形になります。したがって、静岡市全体へ大きな経

済波及効果が発生するということになります。 

このときに、ＥＮＥＯＳさんについて見ると、ＥＮＥＯＳさんの利益というのは、ここで

しか出てこないです。この事業に参加することによって、ENEOS 社が得られる利

益というのは、今の所有地が、より価値の高い土地に変わるので、それで資産価値

が上がったり、ここの方に貸したりすることによって収益が出てきますので、それ

になりますが、いずれにしても、それは ENEOS さんのこれだけなんです。

ENEOS さんが得る利益は。もうひとつ、ここにある土地利用者の収益、これは、

例えば、この区画整理事業をＥＮＥＯＳ社と静岡市が参加すると、ここに保留地とい

うのがあって、これを売却して整備費を出すというのが、この土地区画整理事業の

中身になります。これも後でご説明します。 

そうすると、このＥＮＥＯＳさんは、ここだけの利益でしかないのですけれども、全体

を見ていただくとわかると思いますが、誰が一番得をするかというと、これは静岡
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市なんです。静岡市はここを動かすだけで、全体が動いていくわけです。最初にち

ょっと申しましたけれど、これが市全体で発生するんですけど、ENEOS さんはそ

れを自分の収入には取り込めないわけです。外部で発生する経済効果、外部経済

効果ですので、自分の収益として内部化できないわけです。だからENEOS社は、

例えば、市がここを参加してこなかったとすると、この事業をやったときに保留地

が残るわけです。保留地というか、売るべき土地が残るわけです。これが売れ残っ

たら、もうこの事業について大きなリスクが発生するわけです。ですから、この土

地造成事業だけとっても、ENEOS さんは事業リスクが非常に高いので、ここに手

をつけないというのが一番よい選択だったのではなかろうかと思います。 

ところが、やはりここの土地はどうしても我々としても使わせてもらいたい土地な

ので、2021 年にＥＮＥＯＳさんと静岡市が合意して使っていきましょうということ

になったわけです。なのですけれど、その後、具体的にどういうやり方で動かして

いくのかというところですけれど、実は ENEOS さんお願いします、という状態に

なったわけです。これは ENEOS さんの土地所有地なので、ENEOS さん、ぜひ、

ここの土地造成をやってくださいということで進んできたわけですけれども、それ

ではENEOS さんはリスクが大きすぎて、この事業はやれないわけです。 

それで、去年の 8 月ですけれど、静岡市が一歩踏み込んで、では、市もここを買い

ましょう、そして事業に参加していきましょう。それはなぜかというと、とにかく土

地造成事業を動かさないと、この大きな経済効果が発生しないので、そのために

は市が参加していきましょうということになりました。これが、経済効果の図にな

ります。 

もうひとつ言うと、なぜ、ENEOS 社だけではこの事業が成り立たないのか、なぜ

静岡市は土地を購入して、事業参加をしなければならないのかということになり

ます。実際に購入した(注：する。以下同じ)土地はこうなります。これが全体に関わ

っていないので、全体が 144,000 平方メートルになります。静岡市が購入した土

地はここになります。78,600平方メートルぐらいということになります。はい、次、

お願いします。 

このときに、静岡市がどういう利益が得られるのかというのが、次です。まず、土

地区画整理事業の事業構造というのが、ちょっとなかなか理解しにくいと思いま

すので、それをご説明しますけれども、土地区画整理事業、土地造成をやるときに、

収入と支出は完全に均衡するような制度になっています、この事業は。 

質としては、道路を作ったり、公園を作ったり、それから土地の造成をしていかな

いといけないです。その費用で98億円かかります。これに対して、国の補助金が、

ここの場合は 28 億円出てきて、2 分の 1 補助です。市が補助する金額の半分は

国が出してくれますので、国の補助金と市の補助金で、56 億円になります。全体

でかかる費用 98 億円に対して 42 億円足りないわけですけれども、この 42 億
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円は保留地処分金という、生み出された土地を売っていくことによって収入にし

ます。これを均衡させるというのが、土地区画整理事業の制度になっています。次

お願いします。 

このときに、市はどのくらいの負担がかかるかということですけれども、まず土地

購入費が 41.5 億円かかります。それから、さきほどの補助金を市が出しますので、

28億円かかります。ここは土地が低いので盛土をします。6ｍぐらいまで嵩上げし

ますけれども、それは実は静岡市の収入になります。お金を取って建設残土の受入

をしますので、この収入が 14億円になります。 

その他工事費ということですけれども、先ほどちょっとお示ししましたが、この土

地は、やはり清水駅と直結しないと価値が高まりませんので、ペデストリアンデッ

キを清水駅のところからまっすぐこちらにつけてきます。そういった費用であると

か、あるいは土地区画整理事業の区域外の道路を作ったり、交差点改良したりす

る必要がありますので、見込むとだいたい 25 億円ぐらいかかります。そうすると

80.5 億円が静岡市の負担ということになります。 

その後、やると今まで使えなかった土地ですから非常に単価が低いわけですね。静

岡市は、1 平方メートルあたり 52,500 円で買いましたけれども、これは、その後

事業をやった後は、駅前の一等地に、道路もあり公園もありというものすごくよい

土地に変わるわけです。そうすると、資産価値を計算すると、65 億円になります。

静岡市が持つ土地です。 

先ほどの区画整理事業の仕組みがなかなかわかりにくいのですけれど、78,000

平方メートル買いましたが、この事業をやることによって、一部土地を提供するの

で、その分で面積は減りますが、それを考えて資産価値を入れると 65 億円になり

ます。それから、区画整理事業で道路と公園が整備されますので、それが 48 億円

かかる、かかるではなくて資産価値が発生します。そうすると、この事業をやった

後の静岡市の持つ土地の資産価値は 113 億円と見込まれます。はい、その下をお

願いします。 

その一方で、土地区画整理事業の事業像ですけれども、まずは、この場合、土地所

有者は ENEOS 社と静岡市だとしますけれども、静岡市が買っていた土地と

ENEOS社の土地ですけれど、その面積は、全体でこれだけあるわけですけれども、

この事業をやった後は減歩といって減らされます。ここに、保留地分というのを出

します。これを売却することによって、さきほど申し上げた 28 億円を作っていく

ということになります。そういう構造になっています。 

そうすると、利益は 0 になっていますけれど、これを売って土地造成事業は収支ト

ントンになるようにしていますので、これが売れなかったら損失になるわけです。

これが売れ残った場合にどれだけの損失が発生するかというと、この保留地分は、

今の試算ですと42億円になります、資産価値は。その42億円を今は売って儲け
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よう、利益を得ようとしているわけですが、利益が収支トントンですけれど、42 億

円をここで出そうとしていますが、静岡市が仮にＥＮＥＯＳと半々で持つとすると、

一対一になりますので、売れなかった 21 億円、ここで事業損失が発生する可能性

があります。もちろん土地は残っているので、実際の損失にはならないわけですけ

れども、でも引き取らないといけないので 21 億円かかるとすると、その分は静岡

市の負担と考えると、結局はどうなるかというと、事業をやったことによって、ま

ずは直接の利益は 32.5 億円得られるわけですけれども、売れないリスクが最大

で21億円です。全く土地を売れなくなったら、21億円最大の事業リスクが出るの

で、11．5億円は儲かるということになります。 

したがって、この事業は、資産価値という面だけ見ると静岡市は儲かる、つまり土

地造成事業に参加することによって、静岡市は資産価値として 11．5 億円分の増

が得られるということになります。したがって、一番最後に、新スタジアムをここに

整備するかどうかは別にして、静岡市がこの ENEOS 社の土地の一部を購入して、

地権者として土地区画整理事業に参加することの妥当性はあると判断しました。し

たがって、41．5億円でここの土地を買うということになります。 

ちょっと言い忘れましたが、なぜこの面積ですかということですけれども、これは

ENEOS 社といろいろ話をした結果、これだけのエリアがあるわけですから、静岡

市、どちらを買いますかという、半分にして、こちら側にしますか、こちら側にしま

すかということです。それにすると、静岡市はこちら側にしましたということになり

ます。それはなぜかというと、今度、第 2 編のところでご説明しますけれど、ここに

中核施設を設けたいからです、この辺り。ですから、静岡市はこちら側を買うこと

にいたしました。面積については、ちょっと半分より大きいんですけれど、金額的

には、ほぼこちらとこちらは同じぐらいの金額になりますので、そういった点で、

半々ですね。土地区画整理事業に参加するときに、事業リスクをお互いに取らない

といけないのですけれど、事業リスクをＥＮＥＯＳ社と静岡市で半々取ったというこ

とになります。こういう面積で買おうということで合意しました。 

最後になりますけれど、タンクがありますが、このタンクを取る事業は、先ほどの区

画整理事業とは別です。これは ENEOS 社の費用で取ります。それから、こういう

ところに構造物があったり、いろんな地下埋設物があったりするのですけれど、こ

れもここで事業をやるときにそれが引っかかった場合は、撤去が必要な場合は、

ENEOS 社の負担で取ります。もうひとつ、ここは少し土壌汚染があるわけですけ

れど、あまり厳しい土壌汚染ではないのですけれど、土壌汚染があるので、その土

壌汚染のときに構造物を作るときに撤去する必要が生じた場合は、それも

ENEOS 社が負担します。ただ、なるべく費用をお互いにかけたくないので、出て

くる土量は少なく、処分しないといけない費用はお互いに工夫しながら減らすと

いうことになります。土壌汚染防止法の関係で、ここを汚染している土量をそのま
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まは使えないのですけれど、ここは津波対策で嵩上げしますので、土を入れて嵩上

げしますので、通常であれば 50 センチ土を盛れば使える状態になるのですけれ

ど、こちらですと 3ｍ以上積み上げますので、こちらでも 2ｍ近く上げるかもしれ

ませんが、そういうことによって上を健全な土で覆ってしまいますので、土壌汚染

用の対策は、例えば杭を、掘ったときにどうしても穴を開けて出てきた土とか、そ

ういったものに限られるということになります。はい。以上がこちらの第 1 編にな

りますが、ちょっと時間の関係で第2編も、ごく短くご説明いたします。 

こちらは、先ほどのまちづくりの方向性ですけれども、上をどういうふうに利活用

しますかということになります。ずっと省略して、いろんな問題がありますけれど

も、ここは白地でまちづくりを行うことができますので、そうすると、この清水の駅

前で、この場所の価値ですけれど、何かと言うと、まず富士山と駿河湾や三保半島

を一望できる絶景の場所にあるということです。それから駅から目の前にあるこ

と、それから14ヘクタールの土地があること、それから、これだけの好条件な土地

を全部更地にして、白地でまちづくりを行うことができるということです。これだ

けの場所というのは、たぶん日本全国探してもほとんどないと思います。したがっ

て、これを最大限活用したまちづくりをしていくというのが大事になります。 

スタジアムが注目されますけれど、スタジアムのためにやるのではなくて、これだ

けの好条件のところを利活用して、静岡市全体の経済効果をいかに発揮されるか

というのが一番大きなポイントになります。 

では、どういうところにするかということですけれど、ちょっといろんなことを書

いていますが、不易流行と言っていますけれども、とにかくその未来においても魅

力、競争力のあるまちづくりを行うということです。したがって、科学技術はどん

どん、どんどん変化していきますので、この変化を取り入れるようなものにしてお

かないと、新しいまちづくりをしても、すぐ、いわゆる陳腐化と言いますか、流行遅

れなものになってしまうわけです。そうすると、魅力が下がっていくということに

なります。したがって、ここはやはり 30 年、50 年先にも魅力を失わない、少なく

とも 30 年先まで魅力を失わないようなまちづくりをしないといけないというこ

とです。 

もうひとつ変わらないもの、流行の方は変わるものですけれど、こちらの不易の方

は変わらないもの、いつまでも変わらない価値ということですけれども、それは何

かというと、ここの美しさです。絶景の場所というところは、これは変えようが、い

つまで経っても変わらないわけですね。これをいかにいかしたまちづくりをするか

ということです。ですから、流行するもの、流行・変化するもの、科学技術の急速な

進歩に対応したまちづくりをする。いわゆるスマートシティだとか、スーパーシティ

だとか、いろんな取り組みが日本でも世界でも起こっていますけれど、そういうま

ちづくりをしていくということです。中身はちょっと省略します。 



- 46 - 

 

もうひとつは、時代を経ても変わらないもの、美しいものへの感動とか癒しですよ

ね。だから、時代の変化とともに科学技術を、どんどんどんどん取り入れたまちに

しても、そんなまちに住んでいると疲れますので、つまり利便性や効率性を追求し

ただけのまちでは人は疲れてしまうので、時代や社会が変わっても変わらないも

の、自然の風景を見て美しいと思う人の心、人の心の温かさだとか、花や緑に囲ま

れた空間による癒し、スポーツへの感動、こういったものをいかすという、そうい

うまちづくりをしていく。そうすると、ガーデン・シティという考え方があります。田

園都市ですけれども、ガーデン・シティにしていくということです。 

そういった結果、ここを超スマート・ガーデン・シティにしていきましょう、進化が続

く新しい知性と美しいものへの感動と癒しが融合したまちにしていきましょう、と。

これは白地で作れるからですね。そんなところは、まずないわけです。したがって、

科学技術を取り入れたスマートなまち、そして感動や癒しを得られる空間にすると

いうことです。そして、利便性をいかして経済効果を最大化する。それから、エアモ

ビリティの話がありますけれども、これから空飛ぶ車、eVTOL、垂直に上がってい

くようなものです。そういったサービスもこれから増えていきます。実用化は目の

前に来ていますので、そうすると、あれは駅の目の前のところの場所ですから、海

側に全部開かれていますから、こういったものの拠点にもなります。 

それからエネルギープラットフォーム、あそこは水素の基地になっていますし、自立

分散型のエネルギーでありますから、これで脱炭素へも貢献できるし、地震や津波

の災害拠点にもできる、こういうまちづくりをしていきたいということになります。 

あまり細かいことをやめて、いろんな検討をしましたが、何を入れたらよいのかと

いうことですけれども、やはりこれは多目的スタジアムが一番よいだろうという結

論になります。それ以外にいろんなものを入れていけばよいということになります

が、それで、こんなイメージ図になりますが、これもＡＩで作っているので、こんな感

じでは本当はない、なかなか言うことを聞かないところありますけれども、言いた

いのは、まず清水駅から、ペデストリアンデッキで直結するということですね。ここ

にスタジアムが、ちょっとでかすぎるのではないかと思いますけれど、ここにスタ

ジアムがあるということです。 

そして、こちらにいろんな都市機能施設がある。まち全体は、こういう緑と花あふ

れるところにするということになります。先ほど言いました、この土地はＥＮＥＯＳ

さんの所有地になります。ENEOS さんがどういう形で利用されるか、売却もある

し、貸すということもあるので、そこは ENEOS さん次第ということになります。 

まだ、この場所を静岡市が、最後は区画整理事業の後、この場所を取るということ

は決まっていませんが、実情は静岡市がこの辺りの土地を確保するということに

なります。ここに保留地が出てきますので、この保留地がさきほど言った売れ残り

リスクがあるところになりますけれども、これも何らかの形でやはり使われるだろ
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うと思っています。こんなイメージになるということになります。 

ただこれは、これを作りたいからやるのではなくて、ここを有効活用するためには、

中核施設としてスタジアムというのが一番有効ではないかということを示したも

のです。次、お願いします。 

具体的に、ちょっと細かいですけれども、どういう配置になるか、今のはイメージ

でしたけれども、駅から出てペデストリアンデッキで入ってきて、こういう商業系の

施設があり、スタジアムがありという、こんなイメージになりますが、これは省略し

ます。ご質問出るかもしれませんが、ここにエネルギーの基地があるので、この辺り

ちょっとエネルギー施設の制限がかかります。多目的で来訪する施設はここは作れ

ないということなので、ここはちょっと利用上の制限がかかります。ただ、安全上

問題があるわけではありません。次、お願いします。 

そういうことですけれど、もうひとつ、最後になりますけれども、新スタジアムなの

か、今のIAIスタジアムの改修かということになりますが、とにかくサッカーのまち

静岡ですから、スタジアムはどうしても必要だということになります。今のIAIスタ

ジアム、非常に老朽化してきてますので、すでに築35年経過してきています。これ

から仮にさきほどのところにスタジアムを作るとしても、まだ 5 年はできませんの

で、40 年以上というものになりますので、大規模改修はどうしても必要になりま

す。 

そのときに、費用がどのぐらいかかるかということですけれども、前に 150 億円

ぐらいと言っていました。2023 年の 3 月ですので、もう 2 年前になりますけれ

ども、その時に148億かかると言っていました。今の時点修正をして、今のIAIス

タジアムを改修する、大事なのはＪ1 の試合ができないといけませんから、Ｊ1 の試

合ができる仕様で改修すると、151 億円かかるという試算になりました。これより

ちょっとしか上がっていないのは、すでにいくつか施設整備をやったので、スタン

ドの入れ替えとか、いくつか、ふるさと納税を利用してやったものですから、その

分だけ金額は下がります。ただ、全体の建築コスト費用は上がっているので、151

億円、したがって、今の IAI スタジアムを改修して、Ｊ1 仕様で改修すると 151 億

円かかるということになります。次、お願いします。 

今度は、IAIスタジアムは使うのはやめて新スタジアムを作りましょうと言ったとき

に、今の IAI スタジアムをどうするのかというと、市民利用が中心になります。市

民利用が中心になったときは、大体 10．7 億円かかるというのが、今の想定にな

っています。はい、次、お願いします。 

そういうことを踏まえて、このＡ案・Ｂ案というのを比較しました。現スタジアムを

大規模改修をして、今後 30 年間使用する場合と、地域づくりエリアに新設する場

合と、どちらがよいのかというのを、いろんな評価項目で評価していきました。そ

うすると、ほとんどの項目でこちらの新スタジアムの方がよいということになりま
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した。それは容易に想像できると思います。 

唯一残るのは、この実現性です。今の A 案は市所有地ですので、大規模改修費

151 億円だけということになりますが、こちらのスタジアムは、ENEOS 社から土

地を購入して区画整理事業を実施する。それでまずお金かかるわけですね。そこで

土地が必要になってくる、その後スタジアムの新設をしていく、それから今の IAI

スタジアムを改修するということになりますので、相当の金額がかかります。した

がって、ほぼ全ての項目で新設、地域づくりエリアのところに新築した方がよいの

ですけれど、問題はこのスタジアム新設ができるかどうかです。それは公共投資だ

けではできないので、民間投資について、どのぐらいできそうかという検討が必

要になります。 

したがって、最後になりますけれども、今後の進め方ということになりますけれど

も、改修か新設かについては、スタジアム新設についての公民連携の形が整えば、

この地域づくりエリア、ENEOS 社のところに移転した方がよいという結果になり

ました。この新スタジアムの実現可能性については、その事業性が成り立つかどう

かが必要ですので、この実現可能性調査、フィージビリティ調査と言っていますけ

れど、これを2026年度は行います。2026年度当初予算に費用2,000万円を

盛り込んでいます。 

したがって、新スタジアムを整備するのかどうかということについて答えるとする

と、作った方がよいのですけれど、事業性に課題があるので、実現可能性調査をこ

れから行います、ということです。その一方で、ここに新スタジアムができるかどう

かとはまったく別問題として、ENEOS 社の用地造成はやっていかないといけな

いので、その用地造成の事業については直ちに進めますということです。 

この用地造成のスケジュールですけれども、まず 2 月議会に土地売買の予算を計

上しています。これは 2 年に分けて購入しますので、まずは 8 年度の予算 19．5

億円が計上されています。その次の年に、残りをお支払いするということになりま

す。それでよいということになれば、ENEOS 社と土地の売買の仮契約を交わしま

す。契約についてよいかどうかというのを議会にかけることになります。 

その後、これで認められれば、事業計画の検討を開始して、そして組合の設立、区

画整理事業ですから組合を設立することになります。早ければ秋ごろにはできる

かもしれませんが、ちょっと早すぎるかもしれません。 

タンクですけれども、ENEOS さんがこれから検討されますけれども、今、聞いて

るところですと、2026 年の冬頃、今年の末ということになりますけれども、撤去

が始まると思われます。撤去は、なかなか、あの撤去大変ですので、2 年間ぐらい

はかかる可能性があります。 

その後、お金をお支払いをした後、所有権を移転して組合を設立して、この区画整

理事業を開始するということになります。 
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それから合わせて、土地はちょっとこれはもっとこっちかもしれない、ちょっとこれ

は無視してください。2030 年代初めには土地区画整理事業が終わる、完了する

ので、この状態で上物が利用できるような状態になるということになります。こん

なスケジュールでいます。はい、すみません、長々と。以上です。 

 

◆司会 

はい。では、ただいまの発表につきまして、ご質問のある方はお願いをいたします。

先に、静岡朝日テレビさん、お願いいたします。 

 

◆静岡朝日テレビ 

静岡朝日テレビです。よろしくお願いします。分割購入するということで新年度当

初予算案に 19 億円計上して、残りは来年度の当初予算案に債務負担行為として

設定するということでよろしいですか。 

 

◆市長 

はい。それで大丈夫です。 

 

◆静岡朝日テレビ 

わかりました。面積7.9ヘクタールを、41億 5,000万円で購入ということで、内

陸側と海側とあると思うんですけど、なぜ海側を選ばれたのでしょうか。ちょっと

私が聞き漏らしていたら、すみません。 

 

◆市長 

はい。将来の利用は、こちらが都市施設、ここに中核施設、これはスタジアムと言っ

ていますけれども、例えば、コンベンションホールだったり、いろんなものが考えら

れますけれども、ここに集客力がある施設を一つ作るというのは非常に大事にな

ってきます。 

例えば、北海道の日本ハムのエスコンフィールドを見ていただくと分かると思いま

すけれど、あれは駅がここにあって、そして、こちらにスタジアムがあるわけです。

エスコンフィールドがあるわけです。この間は、空いています。歩いて行くようにな

っています。ちょっと遠目のところがあるのですけれど、それぐらいがちょうどい

いのですね。あまり駅のすぐ横にあるところだと滞留してしまうので、ちょっと少

し離れて、こういう滞留空間を設けないと大変なことになります。したがって、ここ

に商業施設があって、こちらに中核施設があるというのが基本になります、 

そうすると、ここに来られた方は、試合が始まる前にスタジアムの中でいろいろな

ことをやれてもいいですけれど、この辺りでやっていくということです。ちょうどエ
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スコンフィールドはそういう形になっていると思います。 

このスタジアムを誰がやるのか、このスタジアムに限らず、ここの集客力のある施

設を誰がやるのかと言うと、静岡市が主体となってやる。主体というのは全部自

分がお金を出すということではなくて、何をここに作るかというのは、これは静岡

市が考えるということです。したがって、ここの部分の土地が必要なわけですけれ

ども、これを購入するということになります。 

それから、もうひとつ大事なのは、このレイアウトを見てわかると思いますけれど

も、仮にこれがサッカースタジアムだとすると、このサッカースタジアムは北と南に

向いてないといけないですね。完全でなくてもよいですけれど、角度があってです

ね。したがって、こちらが北でこうなりますが、こういう形で入るようになるので、

もっとこちらにするとこういう保安施設とかそういうものがあるので、位置として

はここになります。 

そうすると、将来、ここを静岡市が使うということになると、決まりがあるわけでは

ないのですけれど、なるべくそこを元々持っていた人が、ここに土地を、土地区画

整理事業の後、土地の手当てをするということです。そういうことなので、この場

所を静岡市、こちらが静岡市が購入したということになります。 

 

◆静岡朝日テレビ 

あと一点だけ、ちょっと聞いてもいいですか。以前から、難波市長、IAI スタジアム

の改修と、あと新スタジアムを建設した場合で、投資効果を考えると新スタジアム

の方がよいのではないかという見解を示されていました。 

今日、改めて新スタジアムの方が有力なのではないかということだと思うのです

けれど、ちょっとお答えいただけるか分かりませんけれど、難波市長として、スタジ

アムを作りたいか、作りたくないかというと、どうお考えでしょうか。 

 

◆市長 

それははっきりしていて、スタジアムはここに作るべきです。いずれにしてもIAIス

タジアムは改修しないといけないので、費用をかけて、今の IAI スタジアムを改修

するのか、こちらに新設するのかというと、こちらがよいというのは、そういう結

論にしかなりません。 

問題は、ここの方がよい、ここに作りたいと思っていても、実現できなかったら、で

きないわけです。そのときは、今のスタジアムを改修するという案を採らざるを得

ないわけです。したがって、ここはスタジアムを作りたいのだけれど、本当にそれが

成り立つかどうかというのを、徹底的に研究するということです。 

もうひとつ大事なのは、スタジアムだけでは収益性が、なかなか集客力と収益性が

上がらないので、このまち全体でどうするかというところです。何度もエスコンフ
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ィールドの話をしますけれども、エスコンフィールドは今、野球の試合がない日でも

ほとんど人が変わらないぐらい人が来ているわけで、ほとんど変わらないという

ことはないですけれど、いっぱい人が来ているわけです。スタジアムの中だけでは

なくて、例えば、こういうキッズパークみたいなところがあったり、公園のようなと

ころがあるので、そこで遊んでいるわけです。スタジアムを楽しんだりするというこ

となので、だからそういうものが必要かなと思います。 

ちなみに、エスコンフィールドの場合は、中にホテルが入っていたり、あるいは温浴

上とかサウナとかがあったりしますので、サウナに入りながら野球を見れるような

スタジアムになっていますけれども、そういうようなところにできるかどうかです

ね。 

こちらが富士山方向ですから、この上の辺りはものすごく良い景観を見られる場

所になるので、そうやって収益力を上げていけるかどうかですけれども、ここだけ

ではなくて、こちらと合わせて、どうやって収益力を上げていくか、集客力を上げ

ていくかがポイントで、それについては、フィージビリティスタディをやると言いま

したが、それはここだけのスタディをやるのではなくて、こちらも含めてスタディを

していかないと、これが成り立たないということになります。 

それから、ＥＮＥＯＳさんの話をしますと、ENEOS さんは、こちらの上物の開発に

は、運営される予定はないそうですので、そうすると、市がしっかりここの中でどう

いうものを作っていくのかというのを実現可能性調査をして、そして、全体の魅力

を高め、ここの部分も売れ残らないように、いろんなことを考えていくというのが、

これから大事になってきます。 

 

◆静岡朝日テレビ 

ありがとうございました。 

 

◆司会 

はい。日経新聞さん、先にお願いします。 

 

◆日経新聞 

日本経済新聞です。上物のスケジュールについてなんですけれども、フィージビリ

ティスタディを 26 年度中にやるということで、その後に、実現可能なのであれば

事業者公募なりをしていくのかなと思うのですけれども、区画整理と並行してやっ

ていかないと間に合わないと思うんですけれども、事業者の公募だったり、スタジ

アムの基本設計を固めるのがいつ頃になるのかについて教えてください。 
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◆市長 

はい。まず、事業者の公募は相当先になります。例えば、大谷小鹿、宮川・水上のと

ころ、今、土地区画整理事業をやっていますけれども、そこで事業者募集をしてい

ますけれど、事前にはできないですね。ちゃんとその土地が自分の権利地になって

いないと何もできないわけです。公募も何もできないわけです。人の土地に勝手

に来ませんかというわけにはいかないので、そうすると、やはり組合を設立してか

ら公募が可能になりますが、でも、その段階でもいきなり公募という形にならなく

て、とにかく関心ありますかとか、出てこられる予定ありますかとか、そういう事業

者との対話、いろんな方々の対話をした上で、これならいけるという状態になった

ときに、事業者公募をするということになります。実際の事業者公募はかなり先に

なると思います。 

もうひとつ、静岡市は土地は売るつもりはありませんので、静岡市が保留をした土

地は、おそらくここが ENEOS 社の用地、静岡市が持つ用地、保留地のような形に

なりますので、ここの用地は静岡市が確保することになります。これも事業を進め

ていってから決まる話なので、なかなか今そうだとは決まっているわけではない

ですけれど、想定としてはそんなことになります。 

その辺りが決まってこないとなかなか事業者公募には移れないという状況です。 

 

◆日経新聞 

少なくとも、組合設立の2028年秋頃よりも先になってくるということでしょうか。 

 

◆市長 

実際の公募はですね。もちろんそれより前にいろんな対話をしていきますので、だ

いたい、この方々が使ってくれるかなというような見込みは出てきますけれど、公

募というのは公になりますから、公の形での公募というのは、組合が設置されてか

らということになると思います。 

 

◆司会 

はい。ＮＨＫさん、お願いいたします。 

 

◆NHK 

NHK です。新スタジアムの予算の関係で 300 億以上の建設費用が想定されると

ありますが、こちら最終的にこういった金額の、それが具体的に改修が 151 億み

たいに、具体的な数字が出るのがいつになるのかというのと、あと実現可能な調

査を行うということですが、この調査のスケジュールがいつぐらいまでなのかとい

うのと、おそらく清水庁舎みたいに最終的な判断、決定をされる時期というのがい
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ずれ来ると思いますけど、このスタジアムに関して言いますと、最終判断の時期と

いうのをいつ頃想定しているのかというのを伺ってもよろしいでしょうか。 

 

◆市長 

はい。まず、2026 年度、今年の 4 月から調査を開始して 1 年間で結果は出す予

定にしています。その段階で、実現可能性があるかどうかというのは明らかになっ

てきますので、実現可能性があるということになると、その次の段階に進むという

ことになります。 

なかなか事業者が見つからなくて、可能性がないと言えば、ちょっとまたそこでい

ろんな方法を考えないといけないということです。その実現可能性を考えるとき

に、例えば、仮にこれをスタジアムだとすれば、仮にというかスタジアムを作れるか

作れないかということの実現可能性調査になるので、例えば、2万人収容だったら

これぐらいとか、25,000人収容だったらこれぐらいの費用で、これぐらいの投資

回収ができますとか、そういったこと、あるいは 3 万人、そういったことを考えな

がら調査をしていく。 

そのときに、これぐらいかかるんですけれど、民間投資としてどのくらいまで可能

性ありますかというところです。一番ありがたいのは、全部民間事業としてやって

いただくというのがいいわけで、だから、土地は静岡市が提供します。上は民設に

して、運営も民設民営でやってくださいという形が、一番、我々としては費用がか

からない、望ましいのですけれど、さすがに 300 億円かかる事業でスタジアムの

収益性はそれほど高いとは思えませんから、土地を提供しただけで民設民営でや

ってくださいというわけにはいかないと思います。 

そのときに、IAI スタジアム改修に 150 億円はかかるわけですから、その金額が

ある種の目安になる。土地区画整理事業の関係もあるので、どういう判断をする

かというのは、もうちょっと複雑ですけれども、IAI スタジアムを改修しなければ

150億かからないので、その分をこちらにということはあると思いますので、その

あたりも含めながら事業性の検討をしていくというのがポイントになると思います。 

 

◆NHK 

ありがとうございます。 

 

◆司会 

その他、いかがでしょうか。静岡新聞さん、お願いいたします。 

 

◆静岡新聞 

静岡新聞です。これまでサッカースタジアムという表現をされたと思うんですけど、
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今回、多目的スタジアムとした理由について教えてください。 

 

◆市長 

はい。やはりスタジアムはサッカーだけではないので、多目的スタジアムです。 

例えば、新国立競技場も、今、新しい形で運営権を取ってやられていますけれども、

あそこもスポーツスタジアムではなくて、コンサートもやったりしますので、芝生を、

ある時期になると全部剥いで、つまりサッカーのオフシーズンのときは天然芝を剥

いで、そこでコンサートをやるとか、そういったこともありえますので、そういった

面で多目的スタジアムですね。 

あるいは考えられるのは、ここで夜の例えば光のショーをやるとか、いろんなイベ

ントをやっていくということも考えられますので、そうすると、これはサッカースタ

ジアムでなくて多目的に使うということです。 

 

◆静岡新聞 

ありがとうございます。もう一点、スケジュールのところで、2030 年代初めに土

地区画整理事業の完了予定となっているのですが、この土地区画整理事業の完了

というのは、土地造成の完了を意味しているのでしょうか。 

 

◆市長 

そうですね。土地造成の完了ということです。ついでに言うと、土地造成を完了し

てから設計・施工をしていきます。上物ですね、ということにはならなくて、土地造

成が終わる前から、だいたい、いつの段階でこの土地ができるというのは分かっ

ているので、先ほど公募の話もありましたけれども、ここをどうするかという公募

をして、事前に設計をしてもらっていくということもあり得ると思っています。 

 

◆静岡新聞 

そうすると、上物を作るための土台作りが、ここで完了するということですか。 

 

◆市長 

そうですね。その時点で設計はもう終わっていると思いますので、実際に上物が使

える状態になったら施工に入る、現場の工事に入るというようなタイミングだと思

います。とにかく、用地が造成されたのに空けておくのが一番もったいないですか

ら、用地が造成されたら、すぐ上物の工事が始まるというようなスケジュールが、

一番想定されます。 
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◆静岡新聞 

細かくてすみません。30 代初めというのは、前半ということなのか。そのあたりは

いかがですか。 

 

◆市長 

前半だと 2035 年までが前半になるので、そんなには遅くない、そんなに時間を

かけてはいけないと思います。 

 

◆司会 

はい。その他、いかがでしょうか。では、先に、テレビ静岡さん、お願いいたします。 

 

◆テレビ静岡 

お願いします。先ほどのアリーナのお話なんですけれども、そのときのような、ここ

の場所の立地だったりだとか、土地としての魅力というのを含め、改めてここに新

スタジアムが仮にできるとした場合、どんなことを市民に期待してほしいかだった

りとか、得られる投資効果はどんなものになるとお考えか、ちょっと改めてお聞か

せください。 

 

◆市長 

はい。やはりここは、最初に申しましたけれど、これだけ魅力のある場所なわけで

す。まずは絶景の場所にあるということと、それから交通の利便性が良い、アリー

ナと同じですけれど、新幹線が停まる静岡駅からＪＲで 10 分で行くわけです。11

分で行くわけです。東京とか品川で言うと、本当にそこから 10 分か 11 分かと言

うと、どのぐらいの距離か分かりますけれど、なんとなく静岡駅と清水駅離れてい

るような感覚はあるかもしれませんけれども、実際には 10 分で行けるわけです、

ＪＲで。ですから、ものすごく立地条件は良い場所にあるわけです。10 分で行って

歩いていけるわけですから。これは全国でも最も良い、仮にスタジアムとすれば、

全国で最も立地条件の良いスタジアムの一つになると思います。ですから、さらに

商業施設にしても、いろんなことが考えられる。 

それから、白地、全部自由に描けるということです。ですから、何度も北海道のエス

コンフィールドの話をしますけど、エスコンフィールドも広大な土地を自分たちで

白地から全部設計できているわけです。ここはそういう場所だということです。 

ですから、ここはそういう場所になり得るわけですけれども、大事なポイントは、ち

ゃんと未来を見ることです。今のスタジアムを単に移設するというようなことでは

なくて、これから 30 年、50 年経っても魅力がある、競争力のある場所にすると

いう考え方でどういう設計をしていくかというのが極めて大事になってくると思
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います。それによって、どういう人が出てくるかということですね、民間投資が活

発になると思います。 

もうひとつ言えるのは、一度に全部ができるということを思わないことです。これ

もエスコンフィールドですけれど、エスコンフィールド、スタジアム作りました、集客

力がものすごくあります、いろんな人が来ます、そうすると周りの商業施設がどん

どん増えてくるわけです。それで、長い目で見て地域の魅力を上げていくというこ

とです。ですから、あえて売らない土地というのを置いておいて、人が来ることに

よって、ここは商業的にものすごく魅力があるということになると、資産価値が上

がるので、賃料だとかそういうことも上がるのでということです。だから、それぐ

らいを見ていくということです。 

それから、将来の話でいくと、なんとなく夢の話をしているように思われるかもし

れませんが、必ずエアモビリティ、今は eVTOL と言っていますけれど、電気でいく

ような、電動ヘリコプターと言った方がよいかもしれませんけれど、そういうもの

が、これからどんどんどんどん開発されていきます。そうすると、ここから日本平

のに、eVTOL、エアモビリティでポーンと飛んでいく、あるいはこの場所から上に

上がっていくと富士山と駿河湾を一望できるような、遊覧ができるような場所に

もなるわけです。それぐらいの可能性がある場所ですので、そういったことがこれ

から価値になってくると思います。あるいは、伊豆にそのまま、先ほどの次世代エ

アモビリティで飛んでいくというような場所にもなるので、だから、本当に夢物語

を言うのではなくて、これから、まだ 6 年も、７年も先に上物なるわけで、そこから

先の20年、30年というと、世の中とんでもなく科学技術も発展しているわけで、

それぐらいのことを思って地域づくりをしていくというのが大事だと思います。 

したがって、しつこいですけれど、IAI スタジアムの代わりに、ここにスタジアムを

作りましょう、だからここを開発するのです、みたいな話ではないということです。 

ここは、本当に静岡市にとって宝物になるような大きな価値を生み出す土地にな

るということで、それを大事にしていくというのは、本当に大事なことだと思って

います。 

 

◆司会 

その他、いかがでしょうか。中日新聞さん、お願いいたします。 

 

◆中日新聞 

中日新聞です。よろしくお願いします。今回の当初予算案では、清水駅東口で長年

検討が続いてきた大型のハード事業と言いますか、２つ前進することになります。 

ひとつ清水庁舎の移転新築で、もうひとつはスタジアムの誘致を目指した土地の

購入ということだと思いますけれど、この２つの事業、先ほど経済効果という面で
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は投資案件ということですけれども、人口減少対策としても機能しうるのか、市の

独自のデータで清水区の人口減少の現状なんかも調査していると思うのですけれ

ども、その辺りも踏まえて、改めて人口減少対策として、この投資が機能しうるの

かというところをお願いします。 

 

◆市長 

はい。清水区の人口減少の大きな問題は、1970 年代の二度のオイルショックと、

その後の円高で産業構造が変わった、あるいは企業の操業形態が変わったという

ことです。それによって、既存の工場、企業の雇用力・雇用数がものすごく減ったと

いうことです。それによって、今までそこで働いていた人が、雇用がないので住め

ないので市外に流出していくということが課題でした。 

その後も何で人口減少が続いているかというと、一回、操業形態が変わって、高度

利用ができない土地が、そのまま高度利用できないままになっているので、そこで

雇用と所得が生まれないわけです。ですから、そこに新しい雇用がないので、人口

も流出せざるを得ないということになります。 

したがって、これは清水区に限らず静岡市全体に言えるのですけれども、今ある土

地、あるいはオフィスをはじめ、そういうものをいかに有効活用して、それで、雇用

と所得を生むような投資をしていくかというところです。それが一番大事になって

きます。 

人口減少に効くかどうかということですけれど、先ほど言った新しい雇用と所得

を生む土地利用ができていなかったから、人口が流出しているわけなので、ここは

新しい雇用と所得を生む土地利用をするわけですので、人口減少対策には必ず効

くというのが結論になります。 

ただ、これも最初あたりのご質問で申し上げましたが、それをやったらよいという

わけではなくて、それ以外のサービス、子育てとか教育環境だとかそういったとこ

ろもしっかりやる、福祉関係もやるということです。そうすると、これは清水駅の東

口の庁舎と、そこの民間施設の複合ですよね。これがまた大きな効果があって、そ

こに、例えば子育てだとか教育関係の施設があれば、相乗効果がいっぱい出てく

るわけで、そういったまちづくりをこれからしていくというのが非常に大事だと思

っています。 

 

◆中日新聞 

はい。ありがとうございます。この ENEOS 社との合意の件なんですけれども、資

料には ENEOS 社と共同して土地区画整理事業をするとありますけれども、ＥＮＥ

ＯＳさんも地権者のまま組合に参加して、スタジアムなり、にぎわいの拠点の誘致

を市とともに目指すという認識でよいのでしょうか。 
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◆市長 

はい。共同でということですけれども、土地区画整理事業は、どちらかというと

ENEOS 社が中心になってやるということになります。共同ではありますけれど、

どちらが主ですかと言うと ENEOS 社、今のところそういう整理になっています

が、これから具体的な組合を作っていくとかそういうところで、そこは変わってく

る可能性はあるかもしれません。 

市が主体的にやるという可能性もあると思います。 

 

◆中日新聞 

あと、合意書の中身というのは非公開なんでしょうか。最終合意に向けて文言の調

整というのが続いて長引いていたと思うのですけれども、タンクの撤去費はＥＮＥ

ＯＳ側で持つとか、資料にあるような細かいスケジューリングなんかも合意書に含

まれているのでしょうか。 

 

◆市長 

はい。それも合意書の中には入っています。最終的に詰めきっていませんし、それ

から、いろいろ予算上の問題等もありますから、まだ決められないわけですけれど

も、仮契約の締結段階になると公表する可能性はあるということです。 

今はまだですけれど、さすがに仮契約するときに契約書どうなっているのですか

となると、公表することになるのではないかなと思いますが、ちょっとまだそこは

詰めてないです。 

ただ、ご質問のように、例えばタンクは撤去するとか、あるいは埋設物があったと

きは ENEOS 社がそれを処理するとか、それは必要な範囲内でですけれど、全部

取るわけではないですので、あるいは土壌汚染の問題だとか、その辺りについて

は細かく規定されています。 

逆に言うと、そこがなかなか最終合意に至らないので、合意まで時間がかかったと

いうことになります。 

 

◆中日新聞 

スケジュールの部分なんですけれども、スタジアムが誘致できた場合、一体いつ開

業になるのかというところが気になる部分だと思うんですけど、今日少しスケジュ

ールが出まして、2030 年初めに土地区画整理事業、土地造成が完了とあります。 

そこからうまくスタジアムが誘致できて完成する、そして開業するとなると、

2040年、15 年後ぐらいの2040 年代くらいと言えるのでしょうか。 
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◆市長 

いや、そんなにかからないと思います。工事が土地区画整理事業が終わったらすぐ

建設工事に入りますので、ですから、どのくらいそれがかかるかですけれども、そ

んな5年も 10年もかかる問題ではないです。 

ただ、どのぐらいかかるとはちょっと言い切れませんけれど、例えば、アリーナです

けれども、アリーナは2026年3月に計画が決定、事業者決定したとすれば、それ

から 4 年でできますので、そんなイメージです。そんなことになります。ですから、

3年とか4年あればできるのではないでしょうか。 

ただし、まだ、やるかどうか決めてないので、そこは取らぬなんとかではないです

けれど、そちらについては、今日一切言っていませんけれども、それはまだやるか

どうか決めていませんので、そこについては想定していないというのが答えになり

ます。スタジアムがいつできるかどうかについては、想定していないというのが答

えになります。 

 

◆中日新聞 

はい、ありがとうございます。 

 

◆司会 

はい。その他、ご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、その他、ご質問

はよろしいですか、今日は。はい、よろしいですか。 

はい。では、本日の記者会見を終了させていただきます。 

 

◆市長 

長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。 

 

◆司会 

ありがとうございました。 

次回は 3月6日、11 時からの予定となります。よろしくお願いいたします。 

 


